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証券コード 9211
2025年３月11日

（電子提供措置の開始日 2025年３月４日）
株 主 各 位

東京都新宿区神楽坂１−１
神楽坂外堀通りビル２F
株式会社エフ・コード
代表取締役社長 工藤 勉

第19期定時株主総会招集ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
当社第19期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通

知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第19期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://f-code.co.jp/ir/stockinfo/meeting/

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイ
トにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使することができますの
で、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使
書用紙に賛否をご表示いただき、2025年３月25日（火曜日）午後５時までに到着するようご送
付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記
１ 日 時 2025年３月26日（水曜日）午前10時00分（受付開始 午前9時30分）
２ 場 所 東京都新宿区市谷八幡町８番地 TKP市ヶ谷ビル

TKP市ヶ谷カンファレンスセンター ホール６A
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３ 会議の目的事項
報告事項 １．第19期（2024年１月１日から2024年12月31日まで）事業報告及び

連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類
監査結果報告の件

２．第19期（2024年１月１日から2024年12月31日まで）計算書類の内
容報告の件

決議事項
議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
お願い
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上

げます。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせて

いただきます。
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに修正内容を

掲載させていただきます。
株主総会の決議結果につきましては、決議通知のご送付に代えて、インターネット上の当社ウェブサイト

（https://f-code.co.jp）に掲載させていただきます。
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事 業 報 告
2024年１月１日から2024年12月31日まで

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境に改善の動きがみられるとともに、
円安に伴う外国人観光客の増加等により景気は緩やかな回復基調となる一方、原材料価格の
高止まりや中東地域をめぐる情勢や長期化するウクライナ情勢等の国際情勢悪化もあり、依
然として先行きの不透明な状況が継続しております。
当社グループが事業を展開するデジタルトランスフォーメーション（以下、DX）市場及び

デジタル関連IT＆ビジネスコンサルティング市場においては、コロナ禍以降において消費活
動のオンライン化が加速したことによって、消費者のメディア接点の多様化がよりいっそう
進み、これらに対応するためのデジタルシフトをはじめとしたDXへの取り組みが多くの企業
において活発なものとなっており、高成長が期待される市場として注目されてきました。
このような経営環境のもと、当社グループでは、引き続き顧客体験を改善するテクノロジ

ー・SaaSを軸に、クライアント企業のウェブサイトにおける顧客体験を向上し、顧客のロイ
ヤルカスタマー化及び継続的な購買活動を促進するソリューションを提供するとともに、近
年ニーズが増加するマーケティング・クリエイティブの領域にも展開し、ウェブサイト構築
から集客、リピート促進まで一気通貫でのDX支援を行っております。
また、当社グループでは、CXデータの質及び量の増強を図ることや、サービスのケイパビ

リティを拡張させることでサービス間のクロスセル等のシナジーによる収益向上を目的とし
て、積極的にM&Aを実行してまいりました。
当連結累計期間においては４件のM&Aを実行しており、2024年１月17日付で株式会社

BINKSの株式の一部を取得、2024年４月１日付でラグナロク株式会社の全株式を取得、ま
た、2024年11月５日付で株式会社SpinFlowの株式の一部を取得及び2024年11月28日付
で株式会社BUZZの全株式を取得して、それぞれを連結子会社化いたしました。また、直近
においては2025年１月17日付で株式会社ゼロタスの全株式を取得、2025年２月14日付で
株式会社Ciel Zeroの一部の株式を取得してそれぞれ連結子会社化しております。
この結果、当連結会計年度は、テクノロジー・SaaS及び各種プロフェッショナルサービス

の受注が底堅く推移したことや、前連結会計年度及び当連結累計期間においてM&Aによって
連結子会社となったグループ各社の業績貢献により、売上収益は5,130,876千円（前年同期
比106.7％増）、営業利益は1,432,421千円（前年同期比122.2％増）、税引前当期利益は
1,322,587千円（前年同期比118.7％増）、親会社の所有者に帰属する当期利益は905,735
千円（前年同期比88.8％増）となりました。
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（2）設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資等の総額は107,368千円（無形固定資産を含む）であ

り、主なものは、人員増加に伴うPC等の購入が4,036千円、ソフトウエアの取得及び開発
費が101,854千円です。

（3）資金調達の状況
当連結会計年度の資金調達については、自己資本の拡充と安定的な事業運営のために、公

募による新株式の発行により総額2,414,338千円の資金調達を行いました。
また、M&A資金を含む運転資金等を目的として主に長期借入金3,430,000千円の資金調

達を行いました。

（4）対処すべき課題
当社グループは「マーケティングテクノロジーで世界を豊かに」というミッションを掲

げ、未だ無限の可能性を秘めたビジネス活動におけるデジタル化の領域において、卓越した
知見を有するコンサルタントによる直接的な人的サービスと、その知見を具現化したソフト
ウェアの提供により、多くの事業者とその先にいる生活者との豊かな関係をつなぐハブにな
るべく、最先端のデジタルマーケティングナレッジを提供しております。
DX・デジタルマーケティング領域の市場成長が加速する中、マーケティングテクノロジ

ーは日進月歩で進化し、顧客ニーズも多様化・複雑化しております。このような経営環境に
ある中で、最先端のマーケティングテクノロジーをサービスに取込み、最適解をタイムリー
に顧客へ提案・提供することが、顧客企業からの信頼を勝ち得るために必要であり、こうし
た取り組みが継続的な成長と安定した収益の確保につながるものと認識しております。その
ために、当社グループは、以下の対処すべき課題を認識し、改善に努めております。

① 提供するサービスの向上
当社グループが将来にわたって成長していくためには、提供するサービスが顧客にとっ

て常に価値あるものであるように、サービスの質・スピードともにさらなる向上が必要で
あると考えております。これまでに開発、リリースしたサービスは、既に多くの顧客を獲
得して市場から一定の評価を得ており、十分な競争力を有するものであると認識しており
ますが、めまぐるしく変化する生活者の消費行動と、その変化への対応を経営課題として
企業が日々葛藤する中、DX・デジタルマーケティング領域の市場において企業がかかえ
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る課題とそのソリューションの在り方も形を変えていくものと考えられます。それらに対
応すべく、当社グループでは最先端のデジタルメディア情報の収集体制とこれまでの顧客
成功事例集約を図るとともに、当社グループの提供するサービスにシナジーがある企業の
M&A等に積極的に取り組むことで、新たな質の高いサービスへ発展させていくことに注
力してまいります。

② 優秀な人材の確保と育成
当社グループはこれまで立地と業種を問わず多種多様な要求水準に応えるDXサービス

を、高度な専門知識を有する人材による人的支援を中心として提供してまいりました。当
社グループの継続的な事業成長には、この人的領域でのソリューションのノウハウを十分
に活用して高い質で再現していくために、引き続き優秀な人材を確保・育成していくこと
が重要と認識しております。企業におけるDX推進の動きが加速する中、DX市場の拡大に
伴って当該領域の人材獲得は他社とも競合し、今後も難しいものとなることが考えられま
す。
当社グループでは、優秀な人材獲得のための採用方法の展開に加えて、当社グループの

事業戦略と連携した教育による人材育成体制の確立により、継続性と安定性を備えた組織
体制の構築を進めてまいります。

③ 認知度の向上・顧客基盤の拡大
急速なDX市場の拡大の中において、絶えず変化する企業のデジタルマーケティングへ

の課題解決のために当社はサービスのアップデートを繰り返し、多種多様な企業へサービ
ス提供を行い、継続的な取引による顧客基盤の確立と収益基盤の強化を図ってまいりまし
た。今後も拡大を続ける同市場の中でさらなる事業成長を実現するために、当社グループ
のサービスの認知度向上のための積極的な広報活動やインターネットを利用したマーケテ
ィング活動・大手企業との提携等をより一層推進し、それらを土台として新規顧客獲得に
注力してまいります。

④ 技術革新への対応
当社グループがサービスを提供しているDX・デジタルマーケティングの領域は、技術

革新のスピードや企業の課題解決に対するニーズの変化が速く、またそれに基づくサービ
スの導入が相次いでいる非常に変化の激しい業界であり、これらの変化へ対応していく総
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合的な組織力が重要であると認識しております。当社は新たな技術に係る情報の収集、知
見の獲得、顧客ニーズに適時に応えることができる情報アセット・技術力を保有するとと
もに、提供サービスの改良・改善及び新サービス開発に活用してまいります。

⑤ 内部管理体制の強化
当社グループは、急速な事業環境の変化に適応し、継続的に成長していくためには、内

部管理体制の強化が重要であると認識しております。このため、事業規模の拡大・成長に
合わせてバックオフィス機能を拡充していくとともに、経営の公正性・透明性を確保する
ための内部管理体制強化に取り組んでまいります。また、財務報告の適正性の確保、情報
セキュリティの向上、個人情報の保護、リスク管理等の内部統制及びコンプライアンス体
制につきまして、より実効性の高い体制となるよう必要な適材適所の人材配置等を進め
て、各機能の充実を図ってまいります。

（5）財産及び損益の状況の推移
①企業集団の財産及び損益の状況（IFRS）

区分 第17期
2022年12月期

第18期
2023年12月期

第19期
（当連結会計年度）
2024年12月期

売上収益 （千円） 1,071,926 2,482,032 5,130,876
親会社の所有者に帰属す
る当期利益 （千円） 69,347 479,704 905,735

基本的１株当たり当期利
益 （円） 8.37 46.47 77.94

資産合計 （千円） 3,234,825 10,975,119 21,749,846

資本合計 （千円） 689,626 3,319,768 6,104,434
１株当たり親会社所有者
帰属持分 （円） 83.17 302.21 548.79
（注）１．第18期よりIFRSを適用して連結計算書類を作成しております。また、ご参考までに第17期のIFRS

に準拠した数値も併記しております。
２．当社は、2022年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。また

2024年4月1日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第17期の期首に
当該株式分割が行われたと仮定し、基本的１株当たり当期利益及び１株当たり親会社所有者帰属持
分を算定しております。
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②当社の財産及び損益の状況（日本基準）

区分 第17期
2022年12月期

第18期
2023年12月期

第19期
（当 事 業 年 度）
2024年12月期

売上高 （千円） 1,071,926 1,498,469 1,980,743
経常利益 （千円） 216,132 320,412 500,013
当期純利益 （千円） 188,101 247,441 246,054
１株当たり当期純利益 （円） 22.70 23.97 21.17
総資産 （千円） 2,857,851 8,843,351 13,807,601
純資産 （千円） 723,891 3,001,571 5,757,432
１株当たり純資産額 （円） 87.28 284.59 469.59
（注）１．当社は、2022年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。また

2024年4月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第17期の期首
に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定してお
ります。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を第17期の期首から適
用しており、2022年12月期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値と
なっております。

（6）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会社名 資本金 当社の

出資比率 主要な事業内容
株式会社SAKIYOMI 103,453千円 89.52% SNSマーケティング支援事業
CRAFT株式会社 10,000千円 80.0％ デジタルマーケティング事業
株式会社JITT 10千円 100.0％ デジタルマーケティング事業
株式会社マイクロウェーブク
リエイティブ 10千円 100.0％ デジタルマーケティング事業
株式会社BINKS 1,000千円 85.0％ LTVサイエンス事業
ラグナロク株式会社 3,000千円 100.0％ グロースエンジニアリング事業
株式会社SpinFlow 10千円 50.10％ 生成AI活用コンサルティング・リスキリ

ング研修事業
株式会社BUZZ 10千円 89.52% SNS運用代行者育成事業

③ その他の重要な企業結合の状況
当社は、2025年1月17日に株式会社ゼロタスの株式の全てを取得し、2025年2月14日

に株式会社Ciel Zeroの株式の一部を取得してそれぞれを連結子会社化いたしました。
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（7）主要な事業内容（2024年12月31日現在）
当社グループは、DX・デジタルマーケティング領域において、企業がかかえる課題の分

析から施策の設計、DX人材の育成支援、DX施策の実行支援に至るまで広範なDXサービス
をワンストップで展開しております。

主な事業 事業の内容

DX事業
DX･デジタルマーケティングの領域において、
CX SaaS「CODE Marketing Cloud」「KaiU」「hachidori」
「ftraEFO」等のSaaS型ソフトウェアサービスの提供及びその蓄積デー
タをコアとしたプロフェッショナルサービスの提供によるDX支援

（8）従業員の状況（2024年12月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減
149名（37名） 4名減（12名増）

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員は、（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況
従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

41名（27名） 13名減（ 4名増 ） 32.6歳 2.0年
（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員は、（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
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（9）主要な営業所（2024年12月31日現在）
① 当社

本社 東京都新宿区

② 子会社
株式会社SAKIYOMI 本社：大阪市北区
CRAFT株式会社 本社：東京都江東区
株式会社JITT 本社：東京都千代田区
株式会社マイクロウェーブクリエイティブ 本社：東京都千代田区
株式会社BINKS 本社：東京都文京区
ラグナロク株式会社 本社：東京都渋谷区
株式会社SpinFlow 本社：東京都渋谷区
株式会社BUZZ 本社：東京都新宿区
（10）主要な借入先の状況（2024年12月31日現在）

借入先 借入金残高
株式会社みずほ銀行 3,110,925千円
株式会社東日本銀行 1,151,085千円
株式会社日本政策金融公庫 585,990千円
株式会社SBI新生銀行 435,000千円
株式会社島根銀行 341,673千円
株式会社三菱UFJ銀行 327,500千円
（注）2024年12月現在の借入残高が、3億円以上の金融機関を記載しております。
（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．株式に関する事項（2024年12月31日現在）
（1）発行可能株式総数 40,000,000株
（2）発行済株式の総数 12,260,600株
（3）株主数 4,613名
（4）大株主（上位10名）

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

工藤 勉 4,792,600 39.09

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 647,300 5.28

梅澤 康二 448,800 3.66

株式会社マイナビ 403,200 3.29

株式会社ＳＢＩ証券 383,800 3.13

株式会社リヴァンプ 380,400 3.10

荒井 裕希 309,000 2.52

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 248,900 2.03

新沼 吾史 225,200 1.84

長島 毅 158,100 1.29
（注）当社は、自己株式515株を保有しておりますが、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（5）その他株式に関する重要な事項
① 当社は、2024年５月１日を払込期日とする公募による新株式の発行により、発行済株式の総数が

1,474,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,207,169千円増加しております。
② 2024年４月１日付で１株に対して２株の割合で株式分割を行ったことにより、発行済株式の総数が

5,303,300株増加しております。また、併せて発行可能株式総数を増加させ、分割後の発行可能株式
総数は20,000,000株増加し、40,000,000株となっております。
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３．新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

第４回新株予約権

決議年月日 2021年１月25日
保有者の区分及び人数 当社取締役（監査等委員を除く） ３名
新株予約権の数 420個
新株予約権の目的となる
株式の種類及び数 普通株式504,000株 (注)４

新株予約権１個あたりの発行価額 無償

新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権１個あたり

477,484円
（１株あたり398円）(注)４

新株予約権の主な行使の条件 (注)１〜３

権利行使期間 2023年１月26日〜2031年１月25日
（注）１．新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人、顧問その

他名目の如何を問わず委任、請負等の継続的な契約関係の地位にあることを要する。但し、当社が特
に行使を認めた場合はこの限りでない。

２．新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は
相続されず、本新株予約権は行使できない。

３．本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められない。
４．2022年12月１日付で行った普通株式１株につき２株とする株式分割及び2024年４月１日付で行っ

た普通株式１株につき２株とする株式分割により「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」、「新
株予約権の行使時の払込金額」は調整されております。

（2）当事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
該当事項はありません。

2025年02月27日 23時24分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



― 12 ―

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
第８回新株予約権

決議年月日 2022年４月25日
割当先 コタエル信託
新株予約権の数 2,000個
新株予約権の目的となる
株式の種類及び数 普通株式800,000株 (注)４

新株予約権１個あたりの発行価額 100円

新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権１個あたり

323,000円
（１株あたり808円）(注)４

新株予約権の主な行使の条件 (注)１〜３
権利行使期間 2025年４月１日〜2032年４月30日
（注）１．新株予約権者は、2023年12月期から2030年12月期のいずれかの事業年度において、当社の売上高

とEBITDAが、下記（a）から(c)に定める水準を超過した場合、それぞれに定められている割合（以
下、「行使可能割合」という。）を上限として、これ以降本新株予約権を行使することができる。ただ
し、当該行使可能割合の計算により、行使可能となる本新株予約権に１個未満の端数が生じた場合に
ついては、１個未満の端数については切り捨てるものとする。

(a)2023年12月期から2025年12月期のいずれかの事業年度において、売上高が12億円を超過し、か
つ、EBITDAが３億円を超過した場合：行使可能割合 割り当てられた本新株予約権の30％

(b)2025年12月期から2027年12月期のいずれかの事業年度において、売上高が20億円を超過し、か
つ、EBITDAが６億円を超過した場合：行使可能割合 割り当てられた本新株予約権の60％

(c)2026年12月期から2030年12月期のいずれかの事業年度において、売上高が30億円を超過し、か
つ、EBITDAが10億円を超過した場合：行使可能割合 割り当てられた本新株予約権の100％
なお、上記における売上高は当社の損益計算書（連結損益計算書を作成している場合には連結損益

計算書）に記載された売上高とし、EBITDAは当社の損益計算書（連結損益計算書を作成している場
合には連結損益計算書）に記載された営業利益に、キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フ
ロー計算書を作成している場合には連結キャッシュ・フロー計算書）に記載された減価償却費、のれ
ん償却費を加算した額を言う。また、当該売上高及びEBITDAの判定に際しては、適用される会計基
準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、損益計算書又はキャッシ
ュ・フロー計算書の数値を直接参照することが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当
社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を取締役会が定めることができるものとし、国際財務報告
基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取
締役会が定めるものとする。加えて、当該損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上され
ている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前EBITDAをもって判定するものとす
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る。
２．本新株予約権者は、上記（1）で新たに行使可能となった本新株予約権のうち、（a）から（c）各号の

条件を達成した事業年度の期末時点から起算し、１年３ヶ月経過するまでの期間はその全て、１年３
ヶ月経過後２年３ヶ月経過するまでの期間はその75%相当分、２年３ヶ月以降３年３ヶ月経過するま
での間はその50%相当分につき、新たに行使可能となった新株予約権を行使できない。ただし、上記
にかかわらず、2031年４月１日以降は、上記①において行使可能となった全ての新株予約権を行使
することができる。

３．本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の
取締役、監査役もしくは従業員又は顧問もしくは業務委託先等の社外協力者であることを要する。た
だし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限
りではない。

４．2022年12月１日付で行った普通株式１株につき2株とする株式分割及び2024年４月１日付で行った
普通株式１株につき２株とする株式分割により「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」、「新株
予約権の行使時の払込金額」は調整されております。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役の状況（2024年12月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 工藤 勉

取 締 役 荒井 裕希 事業本部長

取 締 役 山崎 晋一 経営管理本部長

取 締 役 平井 隆仁 経営企画室長

取 締 役
監査等委員 今村 元太

株式会社春木家総本店取締役
今村元太公認会計士・税理士事務所所長
株式会社情報戦略テクノロジー監査役

取 締 役
監査等委員 雨宮 玲於奈

株式会社スマートエージェンシー代表取締役
MRT株式会社取締役
株式会社コンフィデンス・インターワークス取締役
株式会社Grooves取締役
株式会社ナシエルホールディングス監査役
株式会社あしたのチーム取締役
株式会社アカリク監査役
アイムファクトリー株式会社取締役

取 締 役
監査等委員 加藤 扶美子

株式会社KATOコンサルティング代表取締役
加藤扶美子公認会計士事務所所長
加藤扶美子税理士事務所所長

（注）１．取締役監査等委員今村元太氏、雨宮玲於奈氏及び加藤扶美子氏は、社外取締役であります。
２．当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び重

要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするた
め、今村元太氏を常勤の監査等委員として選定しております。

３．当社は、取締役監査等委員今村元太氏、雨宮玲於奈氏及び加藤扶美子氏を株式会社東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

４．取締役監査等委員今村元太氏及び加藤扶美子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に
関する相当程度の知見を有するものであります。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役全員との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の
限度額は、法令が定める額としております。

（3）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
各役員の報酬額は、独立社外取締役が出席する取締役会から授権された代表取締役社長工

藤勉が、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定し
ております。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2024年３月28日開催の定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）の報酬限度額は年額100,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、監査等
委員である取締役の報酬限度額は、年額20,000千円以内（同株主総会終結時の社外取締役
の員数は３名。）と決議しております。
当該株主総会終結時において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、

取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名、監査等委員である取締役３名であります。
監査等委員である各取締役の報酬額は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、
監査等委員である取締役の協議によって決定しております。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程については、2024年３月28日開

催の取締役会において、報酬額の決定方法を代表取締役社長の工藤勉に一任する旨を決議し
ております。
これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、代表取締役社長である工藤勉は、当社

全体の業績及び各取締役の業務遂行状況を詳細に把握しており、各取締役の担当事業の評価
を行い報酬を決定するに相応しいと考えたためです。
なお、決定にあたっては、代表取締役社長の工藤勉が策定した報酬案を社外取締役に提示

し、社外取締役において会社の業績及び経済情勢等を勘案して妥当性を検証し同意を得てい
るため、取締役会の決定方針に沿うものと判断しております。
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④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

60,825
(600)

60,825
(600) ― ― 5

(1)
取締役
（監査等委員）
（うち社外取締役）

7,650
(7,650)

7,650
(7,650) ― ― 3

(3)
監査役
（うち社外監査役）

2,490
(1,890)

2,490
(1,890) ― ― 3

(2)

（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しております。被保険者が役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請
求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填
補される内容であり、被保険者は当社の全ての取締役であり、その保険料は全額を当社が負
担しております。

2025年02月27日 23時24分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



― 17 ―

（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

社外取締役（監査等委員）今村元太氏、社外取締役（監査等委員）雨宮玲於奈氏及び社
外取締役（監査等委員）加藤扶美子氏の兼職先と当社との間には特別な利害関係はありま
せん。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況
区分 氏名 主な活動状況

取 締 役
（監査等委員） 今村 元太

当事業年度に開催された監査役会の4回の全て、監査等委員会の
11回全てに出席しております。また、当事業年度に開催された取
締役会の46回全てに出席するとともに、その他重要な会議の全て
に出席し、必要に応じ、主に公認会計士としての専門的見地か
ら、当社の財務及び会計に関する発言を行っております。また、
取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社
において業務及び財産の状況を調査いたしました。

取 締 役
（監査等委員） 雨宮 玲於奈

当事業年度に開催された監査等委員会の11回全てに出席しており
ます。また、取締役会の46回全てに出席し、必要に応じ、主に会
社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般の
観点から発言を行なっております。

取 締 役
（監査等委員） 加藤 扶美子

当事業年度に開催された監査等委員会の11回全てに出席しており
ます。また、2024年３月28日就任以降に当事業年度に開催され
た取締役会33回全てに出席し、必要に応じ、主に公認会計士とし
ての専門的見地から、当社の財務及び会計に関する発言を行って
おります。
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５．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

監査法人ＦＲＩＱ

（2）報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 34,500千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額 42,500千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．会計監査人の報酬等について監査等委員会は、会計監査人の監査の実施状況及び見積時間数等による
報酬見積りの算出根拠を確認し、適切であると判断し同意しております。

（3）非監査業務の内容
当社及び子会社は、監査法人ＦＲＩＱに対して、公認会計士法第２条第１項の業務である

以外に、コンフォートレター作成業務等についての対価を支払っております。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認めら

れる場合、監査役の全員の同意により、これを解任いたします。また、監査等委員会は、会
計監査人の職務執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合には、株主総会
に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決
定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
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６．会社の体制及び方針
（業務の適正を確保するための体制）
当社グループは、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹

底するため、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において「内部統制システム構築
の基本方針」を定めております。

（1）当社及び子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制

① 全ての役職員は職務の執行にあたって関係法令、社会規範及び社内諸規程等を遵守する
ことを徹底する。

② 法令違反行為を早期に発見、是正するため、これらの行為を発見した場合に会社へ情報
提供するための内部通報体制を構築する。

③ 取締役会は、法令、定款及び社内諸規程に基づき、経営に関する重要事項を決定すると
ともに、取締役の職務執行を監督する。

④ 監査等委員は、法令の定める権限を行使するとともに、取締役の職務執行を監査する。
⑤ 職務執行が法令、定款及び社内諸規程に適合することを確保するため、内部監査担当が
当社及び子会社の内部監査を実施する。

（2）取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役会の議事録、並びに稟議書その他取締役の職務執行に係る重要な書類について
は、法令及び文書管理規程の定めに基づき適切に管理する。

② 取締役は、いつでも、前項の情報を閲覧することができる。

（3）当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 損失の危険に対処するため、当社及び子会社の社内諸規程を整備し、適宜適切に見直し
を行う。

② 取締役会、経営会議等において、業務執行に関わる重要な情報の共有を行い、当社及び
子会社におけるリスクの早期発見と未然防止に努める。

③ 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を責任者として、全社的な対策を検討
する。

（4）当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
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① 取締役会は原則として毎月１回開催する他、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役
会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。

② 職務執行に関する権限及び責任は、業務分掌規程、組織規程、職務権限規程等において
明文化し、適宜適切に見直しを行う。

③ 業務管理については、事業計画を定め、会社として達成するべき目標を明確化し、月次
決算において達成状況を確認・検証し、その対策を立案・実行する。

（５）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
その他当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 当社グループにおけるリスク管理、コンプライアンス管理及び内部監査については互い
に緊密な連携をとり進め、業務遂行を行う。

② 当社グループは、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性の確保及び関連法規の遵守
のために、内部統制の充実を図るとともに、より有効に機能させるために、評価、維持及
び改善等を行う。

③ 当社は、子会社の経営に関して、その自主性を尊重しつつ、子会社における重要事項の
決定に関して、必要に応じて当社の役員又は使用人を子会社の取締役又は監査役として派
遣し、適切な監督、監査を行う。

（6）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使
用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 取締役会は、監査等委員会の求めにより必要に応じて監査等委員会の業務補助を行う使
用人を置くこととし、その人事については、取締役と監査等委員会が協議を行う。

② 監査等委員会から監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その指示に関する限りにお
いては、取締役の指揮命令を受けないものとする。

③ 当該使用人が補助業務対応を行うための十分な時間を確保できるように配慮します。

（7）当社の取締役（監査等委員である者を除く）及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査
役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関
する体制、並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受
けないことを確保するための体制
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① 当社の取締役（監査等委員である者を除く）及び使用人並びに子会社の取締役、監査役
及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、法令に違反する事実、会社に著しい損
害を与えるおそれのある事実を発見したときは、監査等委員会に対して当該事実に関する
事項を速やかに報告する。

② 当社の取締役（監査等委員である者を除く）及び使用人並びに子会社の取締役、監査役
及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会の要請に応じて、職務執
行の状況等について速やかに報告する。

③ 当社は、監査等委員会への報告を行った当社及び当社子会社の取締役、監査役及び使用
人に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その
旨を当社及び当社子会社の取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。

（8）監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をし

たときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当
該費用又は債務を処理する。

（9）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社の取締役（監査等委員であるものを除く）は、監査等委員会が会計監査人

及び内部監査人と面談できる環境、必要に応じて意見交換等を行える環境を整備する。

（10）財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制が有効に行われる体

制を構築し、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、その仕組みが適正に機能す
ることを継続的に評価し、必要な是正を行う。

（11）反社会的勢力を排除するための体制
反社会的勢力対策規程において基本方針を定め、反社会的勢力との一切の関係を遮断す

る。また、不当な要求等を受けた場合には、毅然とした姿勢で組織的に対応し、いかなる場
合においても、反社会的勢力との取引を行わず、金銭その他の経済的利益を提供しない。
（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）
当社グループは、上記の内部統制システムの整備を行い、運用状況のモニタリングを実施
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し、当社及び子会社の取締役会がその内容を確認することで必要に応じて社内の諸規程及び業
務の見直しを実施し、内部統制システムの実効性を向上させております。
また、常勤監査等委員は、監査等委員会監査の他、管理職者の面談や社内の重要な会議への

出席等を通じて、業務執行の状況やコンプライアンスに関するリスクを監視できる体制を整備
しております。

（株式会社の支配に関する基本方針）
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針につい

ては、特に定めておりません。

（剰余金の配当等の決定に関する方針）
当社は現在成長過程にあり、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以来配当は実施

しておりません。当社は株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しておりますが、
内部留保の充実を図り、収益力強化や事業基盤整備のための投資に充当することにより、なお
一層の事業拡大を目指すことが、将来において安定的かつ継続的な利益還元につながるものと
考えております。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図るとともに、今後予想される経営環境の

変化に対応すべく、将来の事業展開のための財源として利用していく予定であります。
将来的には、経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益配分を検討しますが、配当

実施の可能性及びその実施時期については現時点において未定であります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告に記載されている金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結財政状態計算書
2024年12月31日現在

（単位：千円）
科目 金額 科目 金額

（資産の部） （負債の部）
流動資産 8,705,434 流動負債 6,071,139

現金及び現金同等物 6,236,331 営業債務及びその他の債務 551,021
営業債権及びその他の債権 1,237,228 契約負債 1,378,661
その他の金融資産 35,796 短期借入金 48,334
その他の流動資産 1,196,079 １年内返済予定の長期借入金 1,797,727

リース負債 82,008
未払法人所得税 168,167
その他の金融負債 1,197,529
その他の流動負債 847,689

非流動資産 13,044,411 非流動負債 9,574,272
有形固定資産 283,269 長期借入金 5,443,435
のれん 11,491,639 リース負債 155,599
無形資産 141,632 その他の金融負債 3,960,795
その他の金融資産 160,737 引当金 14,442
繰延税金資産 965,240 負債合計 15,645,411
その他の非流動資産 1,892 （資本の部）

親会社の所有者に帰属する持分 6,728,180
資本金 27,910
資本剰余金 5,485,614
利益剰余金 1,215,140
自己株式 △485

非支配持分 △623,746
資本合計 6,104,434

資産合計 21,749,846 負債・資本合計 21,749,846
（注） 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書
自 2024
至 2024

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日

（単位：千円）
科目 金額

売上収益 5,130,876
売上原価 2,289,685
売上総利益 2,841,190
販売費及び一般管理費 1,692,269
その他の収益 959,901
その他の費用 676,401

営業利益 1,432,421
金融収益 5,503
金融費用 115,337

税引前当期利益 1,322,587
法人所得税費用 388,558
当期利益 934,029

当期利益の帰属
親会社の所有者 905,735
非支配持分 28,293

当期利益 934,029

（注） 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結持分変動計算書
自 2024
至 2024

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日

（単位：千円）
親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 合計
当期首残高 15,970 2,862,240 309,404 △432 3,187,182

当期利益 − − 905,735 − 905,735
その他の包括利益 − − − − −

当期包括利益 − − 905,735 − 905,735
新株の発行 1,207,169 1,183,915 − − 2,391,084
減資 △1,242,989 1,242,989 − − −
自己株式の取得 − − − △52 △52
新株予約権の行使 47,760 47,760 − − 95,520
非支配株主へ付与された
プット・オプション − − − − −
支配継続子会社に対する
持分変動 − 143,667 − − 143,667
企業結合による変動 − − − − −
その他 − 5,042 − − 5,042

所有者との取引額等合計 11,940 2,623,374 − △52 2,635,261
当期末残高 27,910 5,485,614 1,215,140 △485 6,728,180

非支配持分 資本合計

当期首残高 132,585 3,319,768
当期利益 28,293 934,029
その他の包括利益 − −

当期包括利益 28,293 934,029
新株の発行 − 2,391,084
減資 − −
自己株式の取得 − △52
新株予約権の行使 − 95,520
非支配株主へ付与された
プット・オプション △912,476 △912,476
支配継続子会社に対する
持分変動 63,219 206,886

企業結合による変動 64,631 64,631
その他 − 5,042

所有者との取引額等合計 △784,625 1,850,636
当期末残高 △623,746 6,104,434

（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結計算書類の作成基準

連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下、
「ＩＦＲＳ」という。）に準拠して作成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の
規定により、ＩＦＲＳで求められる開示事項の一部を省略しております。

（2）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数・・・・・・・・・・８社

② 主要な連結子会社の名称
・株式会社SAKIYOMI
・CRAFT株式会社
・株式会社JITT
・株式会社マイクロウェーブクリエイティブ
・株式会社BINKS
・ラグナロク株式会社
・株式会社SpinFlow
・株式会社BUZZ

③ 連結の範囲の変更
・株式会社BINKS、ラグナロク株式会社、株式会社SpinFlow、株式会社BUZZにつ
いては、当連結会計年度において新たに株式を取得したため、連結の範囲に含め
ております。

（3）持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

（4）連結子会社の事業年度等に関する事項
該当事項はありません。
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（5）会計方針に関する事項
①金融資産
（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、金融資産について、純損益又はその他の包括利益を通じて公正価値
で測定する金融資産、償却原価で測定する金融資産に分類しております。この分類は、
当初認識時に決定しております。
当社グループは、金融資産に関する契約の当事者となった取引日に当該金融商品を認

識しております。
全ての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する区分に分類される場合を除

き、公正価値に取引費用を加算した金額で測定しております。
金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定する金融資産に分

類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事
業モデルに基づいて、資産が保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャ
ッシュ・フローが特定の日に生じる。

償却原価で測定する金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定する金融資産に分類
しております。
公正価値で測定する資本性金融資産については、純損益を通じて公正価値で測定しな

ければならない売買目的で保有される資本性金融資産を除き、個々の資本性金融資産ご
とに、純損益を通じて公正価値で測定するか、その他の包括利益を通じて公正価値で測
定するかを指定し、当該指定を継続的に適用しております。

（ⅱ）事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。

(a）償却原価で測定する金融資産
償却原価で測定する金融資産については、実効金利法による償却原価により測定して

おります。
(b）公正価値で測定する金融資産

公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動額は純損益として認識しております。
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ただし、資本性金融資産のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると指
定したものについては、公正価値の変動額はその他の包括利益として認識しておりま
す。なお、当該金融資産からの配当金については、金融収益の一部として当期の純損益
として認識しております。

（ⅲ）金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅す

る、又は当社グループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんど全てを移転する
場合において、金融資産の認識を中止しております。当社グループが、移転した当該金
融資産に対する支配を継続している場合には、継続的関与を有している範囲において、
資産と関連する負債を認識いたします。

（ⅳ）金融資産の減損
償却原価で測定する金融資産については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識し

ております。
当社グループは、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著し

く増加しているかどうかを評価しており、当初認識時点から信用リスクが著しく増加し
ていない場合には、12ヶ月の予想信用損失を貸倒引当金として認識しております。一
方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している場合には、全期間の予想信用
損失と等しい金額を貸倒引当金として認識しております。
契約上の支払の期日経過が30日超である場合には、原則として信用リスクの著しい

増大があったものとしておりますが、信用リスクが著しく増加しているか否かの評価を
行う際には、期日経過情報のほか、当社グループが合理的に利用可能かつ裏付け可能な
情報（内部格付、外部格付等）を考慮しております。
なお、金融資産に係る信用リスクが期末日現在で低いと判断される場合には、当該金

融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していないと評価しております。
ただし、重要な金融要素を含んでいない営業債権及び契約資産については、信用リス

クの当初認識時点からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と
等しい金額で貸倒引当金を認識しております。
予想信用損失は、契約に従って企業に支払われるべき全ての契約上のキャッシュ・フ

ローと、企業が受け取ると見込んでいる全てのキャッシュ・フローとの差額の現在価値
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として測定しております。
当社グループは、金融資産の予想信用損失を、以下のものを反映する方法で見積って

おります。
・一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金
額

・貨幣の時間価値
・過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過
大な費用や労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報

著しい景気変動等の影響を受ける場合には、上記により測定された予想信用損失に、
必要な調整を行うこととしております。
当社グループは、ある金融資産の全体又は一部分を回収するという合理的な予想を有

していない場合には、金融資産の総額での帳簿価額を直接減額しております。
金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は、純損益で認識しております。貸倒引当金を減

額する事象が生じた場合は、貸倒引当金戻入額を純損益で認識しております。

②有形固定資産
有形固定資産については、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価

額で表示しております。
取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去及び土地の原状回復費用、及

び資産計上すべき借入費用が含まれております。
土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定

額法で計上されております。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりです。
・建物及び構築物 ３年−50年
・工具器具及び備品 ３年−10年
なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があ

った場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

③のれん
子会社の取得の企業結合により生じたのれんは無形資産に計上しております。当社グルー

プは、のれんを取得日時点で測定した被取得企業に対する非支配持分の認識額を含む譲渡対
価の公正価値から、取得日時点における識別可能な取得資産及び引受負債の純認識額（通
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常、公正価値）を控除した額として当初測定しております。
のれんの償却は行わず、毎期又は減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを

実施しております。
のれんの減損損失は連結損益計算書において認識され、その後の戻入れは行っておりませ

ん。
また、のれんは連結財政状態計算書において、取得原価から減損損失累計額を控除した価

額で表示しております。

④無形資産
個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。企業結合で取得

した無形資産は、取得日現在における公正価値で測定しております。当初認識後は、取得原
価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示しております。
無形資産は、当初認識後、耐用年数を確定できない無形資産を除いて、それぞれの見積耐

用年数にわたって定額法で償却され、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除し
た価額で表示しております。主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりです。
・ソフトウェア ５年
・顧客関連資産 ３年
なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった

場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

⑤リース
契約の開始時に、当該契約がリース又はリースを含んだものであるのかどうかを判定して

おります。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移
転する場合には、当該契約はリースであるか又はリースを含んでおります。
借手としてのリース
リースの開始日において、使用権資産及びリース負債を認識しております。使用権資産は

開始日において取得原価で測定しております。開始日後においては、原価モデルを適用し、
取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除して測定しております。原資産の所
有権がリース期間の終了時までに借手に移転する場合又は、使用権資産の取得原価が購入オ
プションを行使することを反映している場合には、使用権資産を開始日から原資産の耐用年
数の終了時まで、定額法により減価償却しております。それ以外の場合は、開始日から使用
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権資産の耐用年数又はリース期間の終了時のいずれか早い時まで減価償却しております。リ
ース期間は、リースの解約不能期間に、行使することが合理的に確実な延長オプション又は
行使しないことが合理的に確実な解約オプションの期間を加えて決定しております。
リース負債は、開始日において同日現在で支払われていないリース料を割り引いた現在価

値で測定しております。通常、追加借入利子率を割引率として用いております。開始日後に
おいては、リース負債に係る金利や、支払われたリース料を反映するようにリース負債の帳
簿価額を増減しております。リース負債を見直した場合又はリースの条件変更が行われた場
合には、リース負債を再測定し使用権資産を修正しております。
なお、短期リース及び少額資産のリースについてIFRS第16号「リース」第６項を適用し、

リース料をリース期間にわたり定額法により費用認識しております。

⑥非金融資産の減損
繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産の帳簿価額は、期末日ごとに減損の兆候の

有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積っ
ております。のれん及び耐用年数を確定できない、又は未だ使用可能ではない無形資産につ
いては、減損の兆候の有無にかかわらず回収可能価額を毎年同じ時期に見積っております。
資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と処分費用控除後の公正価値のうちい

ずれか高い方の金額としております。
使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値及び当該資

産に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引いております。
見積将来キャッシュ・フローの算定においては、翌連結会計年度以降の事業計画を基礎と

しております。当該事業計画における主要な仮定は主要な事業ごとの売上収益及び売上総利
益であります。当該見積りについては、将来の不確実な経済状況によって影響を受ける可能
性があり、見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合には、減損損失の計上が必要
となり、翌事業年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
減損テストにおいて個別にテストされない資産は、継続的な使用により他の資産又は資産

グループのキャッシュ・インフローから、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成する
最小の資金生成単位に統合しております。のれんの減損テストを行う際には、のれんが配分
される資金生成単位を、のれんが関連する最小の単位を反映して減損がテストされるように
統合しております。企業結合により取得したのれんは、結合のシナジーが得られると期待さ
れる資金生成単位に配分しております。
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当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成いたしません。全社
資産に減損の兆候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を決定して
おります。
減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する場合に純損

益として認識しております。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に
配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産
の帳簿価額を比例的に減額しております。
のれんに関連する減損損失は戻入れておりません。その他の資産については、過去に認識

した減損損失は、毎期末日において損失の減少又は消滅を示す兆候の有無を評価しておりま
す。回収可能価額の決定に使用した見積りが変化した場合は、減損損失を戻入れておりま
す。減損損失は、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費及び償却
額を控除した後の帳簿価額を上限として戻入れております。

⑦従業員給付
短期従業員給付については、割引計算は行わず、従業員が関連する勤務を提供した時点で

費用処理しております。
賞与及び有給休暇費用については、それらを支払う法的もしくは推定的な債務を負ってお

り、信頼性のある見積りが可能な場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積られる
額を負債として認識しております。

⑧株式に基づく報酬
当社は、持分決済型の株式に基づく報酬制度として、ストック・オプション制度を採用し

ております。ストック・オプションは、付与日における公正価値によって見積り、最終的に
権利確定すると予想されるストック・オプションの数を考慮した上で、権利確定期間にわた
って費用として連結損益計算書において認識し、同額を連結財政状態計算書において資本の
増加として認識しております。付与されたオプションの公正価値は、オプションの諸条件を
考慮し、ブラック・ショールズ・モデル等を用いて算定しております。また、条件について
は定期的に見直し、必要に応じて権利確定数の見積りを修正しております。

⑨引当金
引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的又は推定的債務を有し
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ており、当該債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金
額について信頼性のある見積りができる場合に認識しております。貨幣の時間的価値が重要
な場合には、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及び当該負債に特有のリスク
を反映した税引前の利率を用いて現在価値に割り引いております。時の経過に伴う割引額の
割戻しは金融費用として認識しております。

⑩収益
当社グループでは、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除く顧客との

契約について、以下のステップを適用することにより、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び
当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。

（ⅰ）「CX向上SaaS」の提供及び初期設定に係る収益
当社では、「CODE Marketing Cloud」「f-tra EFO」「EFO CUBE」等のデジタル

マーケティングの運用を中心とする「CX向上SaaS」の提供を行うことを履行義務とし
て識別しております。これらのサービスは契約期間に応じて履行義務が充足されるた
め、当該期間で収益を認識しております。
また、当該「CX向上SaaS」の提供に先立ち、その初期設定に係るフィーについて

は、その義務の履行によって他に転用できない資産が創出され、完了した作業に対する
支払を受ける強制可能な権利を有することから、契約期間にわたって履行義務が充足さ
れると判断しております。そのため、契約期間にわたり収益として認識しております。

（ⅱ）DXコンサルティングサービスの提供による収益
当社では、DX推進による顧客のマーケティング戦略の立案支援・マーケティング施

策実行・改善支援のサービスを提供することを履行義務として識別しております。これ
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らのサービスは提供期間にわたり履行義務が充足されるため、当該期間で収益を認識し
ております。

⑪金融収益及び金融費用
金融収益は、主として受取利息、受取配当金等から構成されております。受取利息は、実

効金利法により発生時に認識しております。受取配当金は、配当を受取る権利が確定した時
点で認識しております。
金融費用は、主として支払利息から構成されております。支払利息は、実効金利法により

発生時に認識しております。

⑫法人所得税
法人所得税費用は、当期税金及び繰延税金から構成されております。これらは、その他の

包括利益又は資本に直接認識される項目から生じる場合、及び企業結合から生じる場合を除
き、純損益として認識しております。
当期税金は、税務当局に対する納付又は税務当局からの還付が予想される金額で測定して

おります。税額の算定に使用する税率及び税法は、期末日までに制定又は実質的に制定され
ているものです。
繰延税金は、期末日における資産及び負債の税務基準額と会計上の帳簿価額との差額であ

る一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除に対して認識しております。
なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産及び負債を認識しておりません。
・のれんの当初認識から生じる一時差異
・企業結合取引を除く、会計上の利益にも税務上の課税所得（欠損金）にも影響を与えな
い取引によって発生する資産及び負債の当初認識により生じる一時差異

・子会社に対する投資に係る将来減算一時差異に関しては、予測可能な将来に当該一時差
異が解消しない可能性が高い場合、又は当該一時差異の使用対象となる課税所得が稼得
される可能性が低い場合

・子会社に対する投資及び共同支配の取決めに対する持分に係る将来加算一時差異に関し
ては、一時差異の解消する時期をコントロールすることができ、予測可能な期間内に当
該一時差異が解消しない可能性が高い場合、繰延税金負債は原則として全ての将来加算
一時差異について認識され、繰延税金資産は将来減算一時差異を使用できるだけの課税
所得が稼得される可能性が高い範囲内で、全ての将来減算一時差異について認識してお
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ります。
繰延税金資産の帳簿価額は毎期見直され、繰延税金資産の全額又は一部が使用できるだけ

の十分な課税所得が稼得されない可能性が高い部分については、帳簿価額を減額しておりま
す。未認識の繰延税金資産は毎期見直され、将来の課税所得により繰延税金資産が回収され
る可能性が高くなった範囲内で認識しております。
当社グループは、将来に獲得される課税所得の見積りに際して、翌連結会計年度以降の事

業計画を基礎としており、当該事業計画における主要な仮定は主要な事業ごとの売上収益及
び売上総利益であります。当該見積りについては、将来の不確実な経済状況によって影響を
受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の金額が見積りと異なった場合、翌事業年度
以降の連結計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性がありま
す。
繰延税金資産及び負債は、期末日において制定されている、又は実質的に制定されている

税率及び税法に基づいて、資産が実現する期間又は負債が決済される期間に適用されると予
想される税率及び税法によって測定しております。
繰延税金資産及び負債は、当期税金資産と当期税金負債を相殺する法律上強制力のある権

利を有しており、かつ同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合又は別々
の納税主体であるものの当期税金負債と当期税金資産とを純額で決済するか、あるいは資産
の実現と負債の決済を同時に行うことを意図している場合に相殺しております。

⑬外貨換算
外貨建取引は、取引日の為替レートで当社グループの各社の機能通貨に換算しておりま

す。
期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換算して

おります。
公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及び負債は、当該公正価値の算定日における為

替レートで機能通貨に換算しております。
換算又は決済により生じる換算差額は、純損益として認識しております。ただし、在外営

業活動体に対する純投資のヘッジ手段として指定された金融商品、その他の包括利益を通じ
て公正価値で測定される金融資産、及びキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額に
ついては、その他の包括利益として認識しております。
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2.会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 965,240千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法
繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に

基づく課税所得の見積りに基づき、回収可能性があると判断された範囲内で計上しており
ます。
② 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、翌連結会計年度以降の事業計画を基礎とし

ており、当該事業計画における主要な仮定は、主要な事業ごとの売上高及び全社の売上総
利益であります。
③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
当該見積りは、将来の不確実な経済状況によって影響を受ける可能性があり、実際に発

生した課税所得の金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、
繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

のれんの評価
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 11,491,639千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法
「1.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (5)会計方針

に関する事項 ③のれん、及び⑥非金融資産の減損」に記載のとおり、のれんについては
毎期又は減損の兆候が存在する場合、減損テストにより評価を実施しております。

② 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
「1.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (5)会計方針

に関する事項 ⑥非金融資産の減損」に記載のとおり、減損テストには、翌連結会計年度
以降の事業計画を使用しており、当該事業計画における主要な仮定は主要な事業ごとの
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売上収益及び売上総利益であります。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
事業計画や市場環境の変化により、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ

た場合には、減損損失の計上が必要となり、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影
響を与える可能性があります。

3．連結財政状態計算書に関する注記
（1）担保に供している資産

（差入資産の種類）

関係会社株式（注） 4,241,532千円
（注）連結財政状態計算書上においては、相殺消去されております。

上記、担保資産に対応する債務は以下のとおりであります。

長期借入金(注) 3,062,950千円
(注)１年内に返済期限が到来する長期借入金を含めて表示しております。

（2）資産から直接控除した貸倒引当金
営業債権及びその他の債権 7,105千円
その他の金融資産 3,181千円

（3）有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 133,420千円

（4）財務制限条項
当社グループの借入金のうち、137,163千円については財務制限条項が付されており、

次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸
借対照表における純資産の部の金額を、2021年12月期決算と直前の事業年度の決算期
末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の50%以上とするこ
と。

② 各年度の決算期における借入人の単体の損益計算書に示される税引後当期損益が、

2025年02月27日 23時24分 $FOLDER; 37ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



― 38 ―

2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して50,000,000円以上の損失
とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年12月決
算期およびその直後の期の決算を対象として行われる。

当社グループの借入金のうち、405,762千円については財務制限条項が付されており、
次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体及び
連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、それぞれ2021年12月期決算と直前の
事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の
50％以上とすること。

② 各年度の決算期における借入人の単体及び連結の損益計算書において、以下計算式に示
されるEBITDAが、それぞれ2022年12月期を初同とし、以降の決算期につき2期連続し
て損失とならないようにすること。

（計算式）EBITDA =営業利益十減価償却費十のれん償却費
③ 各年度の決算期における借入人の単体及び連結の報告書において、以下計算式に示され
る債務償還年数が、それぞれ2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき20年以下
とならないようにすること。

（計算式）
(i)ある事業年度末日における有利子負債から同事業年度末日における現預金及び運転資
金を控除した金額を、(ii)当該事業年度における営業利益に同事業年度における減価償却
費及びのれん償却費を足し戻した数値で除した数値をいう。なお、上記において運転資
金とは、下記の計算式により算定される金額をいう。
運転資金＝売掛金・受取手形十前渡金十棚卸資産一買掛金・支払手形

当社グループの借入金のうち、325,000千円については財務制限条項が付されており、
次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照
表において、純資産の部の合計額を、2021年12月決算期の年度決算期の末日における
純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大
きい方の75％以上に維持すること。

② 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照
表において、純資産の部の合計額を、2021年12月決算期の年度決算期の末日における
純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大
きい方の50％以上に維持すること。

③ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
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書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期又は翌期の決算期の末日にお
ける借入人の単体の損益計算書において、いずれか片方においても経常損失を計上しな
いこと（いずれかにおいて経常損失を計上した場合には、本号に抵触したものとする。）。

④ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期及び翌期の決算期の末日にお
ける借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと（両者
とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。）。

⑤ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期及び翌々期の中間決算期の末
日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと
（両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。）。
⑥ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の決算期及び翌々期の中間決算期の末日に
おける借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと（両
者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。）。

⑦ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の決算期及び翌々期の決算期の末日におけ
る借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと（両者と
も経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものをする。）

当社グループの借入金のうち、528,000千円については財務制限条項が付されており、次
の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2023年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体およ
び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、それぞれ2022年12月期決算と直前
の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額
の50%以上とすること。

② 各年度の決算期における借入人の単体および連結の損益計算書において、以下計算式に
示されるEBITDAが、それぞれ2023年12月期を初同とし、以降の決算期につき2期連続
して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023
年12月決算期およびその直後の期の決算を対象として行われる。
(計算式)
EBITDA =営業利益十減価償却費十のれん償却費

③ 各年度の決算期における借入人の単体および連結の報告書において、以下計算式に示さ
れる債務償還年数が、それぞれ2023年12月期を初回とし、以降の決算期につき20年以
上とならないようにすること。
(計算式)
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(i)ある事業年度末日における有利子負債から同事業年度末日における現預金および運転
資金を控除した金額を、(ii)当該事業年度における営業利益に同事業年度における減価償
却費およびのれん償却費を足し戻した数値で除した数値をいう。なお、上記において運
転資金とは、下記の計算式により算定される金額をいう。運転資金=売掛金・受取手形
十前渡金十棚卸資産一買掛金・支払手形

当社グループの借入金のうち、2,040,000千円については財務制限条項が付されており、
次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 利益維持

2023年12月期以降の各決算期について、借入人の連結損益計算書の本業営業利益が
赤字になった場合には、当該翌決算期末における借入人の連結損益計算書の本業営業利
益が赤字となる状態を生じさせないこと。

（注）本業営業利益＝営業利益−その他収益＋その他の費用
② ネット・レバレッジ・レシオ

2024年12月末日に終了する決算期及びそれ以降の各決算期における借入人の連結損
益計算書のネット・レバレッジ・レシオを6倍以下に維持すること。

（注）ネット・レバレッジ・レシオ＝（有利子負債−現預金）/ EBITDA
有利子負債＝短期借入金＋1年以内返済長期借入金＋1年以内償還社債＋長期借入金
＋社債（新株予約権付社債を含む）−本ブリッジローン貸付未払金

EBITDA＝営業利益＋減価償却費（リース減価償却費を含む）＋のれん償却費＋その
他償却費＋のれんの減損 なお、減価償却費、のれん償却費は営業利益から控除さ
れているものに限る。

③ 純資産維持
2023年12月期以降の各決算期末の借入金の連結貸借対照表の調整後純資産を、直前

の決算期末における連結貸借対照表上の調整後純資産又は2023年12月期における貸借
対照表上の調整後純資産のいずれか大きい金額の50％以上に維持すること。

（注）調整後純資産＝純資産＋資本剰余金減少額（アーンアウトや追加株式取得分）

当社グループの借入金のうち、357,350千円については財務制限条項が付されており、
次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 借入人の単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の
決算期末日の金額又は2023年12月期末の金額のいずれか大きいほうの60％以上に維持
すること。

② 2024年12月期以降、借入人の単体及び連結の損益計算書上の営業損益につき2期連続
して損失を計上しないこと（ただし、中間期は含まない）
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③ 2024年12月期以降、借入人の各決算期の連結の貸借対照表及び損益計算書において、
以下の計算式で示される債務償還年数が10年以上とならないようにすること。

（計算式）
A（有利子負債−運転資金−月商1.5か月分を上限とする現預金）÷B（営業利益＋減価
償却費＋その他償却費＋減損費用＋一時的な損益）

なお、Bについては、直前期又は当該決算期以降の直近3カ月の平均の数値に12を乗じた
値のいずれかの金額で判定を行うものとする。

（注）「運転資金」とは、「売掛金＋受取手形＋棚卸資産−買掛金−支払手形」で計算される
値をいう。
「一時的な損益」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計処理の基準
において特別損益に該当すると判断されるもの、条件付取得対価に係る会計処理に
おける一過性の損益及びIPO関連のコストをいう。

４．連結持分変動計算書に関する注記
(1）当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 12,260,600株

(2）配当に関する事項
該当事項はありません。

(3）当連結会計年度末の新株予約権（権利行使の初日が到来していないものを除く）の目的
となる株式の種類及び数

普通株式 598,800株
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５．金融商品に関する注記
(1）金融商品の状況に関する事項
当社グループは、事業活動を遂行する過程において、様々な財務上のリスク(信用リスク、

市場リスク及び流動性リスク)に晒されております。そのため、社内管理規程等に基づき、定
期的に財務上のリスクのモニタリングを行い、リスクを回避又は低減するための対応を必要
に応じて実施しております。
当社グループは、投機目的でのデリバティブ取引は行っておりません。

① 信用リスク管理
当社は、債権管理規程に従い、営業債権である受取手形及び売掛金について、各事業部

門における営業管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに
期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減
を図っております。
連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。

なお、当社グループは、単独の相手先又はその相手先が所属するグループについて、過度
に集中した信用リスクを有しておりません。
連結会計年度の末日現在の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、金融資産の減

損後の帳簿価額となりますが、過年度において重要な貸倒損失を認識した実績はありませ
ん。

② 市場リスク管理
市場環境が変動するリスクにおいて、当社グループが晒されている主要なものには金利

リスクがあります。
当社グループは、運転資金の確保及び設備投資、M&Aによる株式取得の際に、一部、変

動金利による資金調達を行っているため金利リスクに晒されておりますが、当該金利変動
リスクを低減するために、借入金の固定金利と変動金利の適切なバランスを維持し、リス
クの内容に応じた軽減策を実施しております。

③ 流動性リスク管理
当社グループは、支払債務の履行が困難になる流動性リスクに晒されておりますが、当

該リスクに関し、当社グループは運転資金の効率的な管理による資本効率の最適化、当社
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による資金の集中管理等により資金管理の維持に努めております。また、当社グループは
各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成、更新するとともに、手許流
動性を連結売上収益の１か月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理して
おります。

(2）金融商品の公正価値等に関する事項
金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル１からレベル３までを以下のように分類して

おります。
レベル１：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により測定し

た公正価値
レベル２：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて

測定した公正価値
レベル３：重要な観察できないインプットを用いて測定した公正価値
公正価値の測定に使用される公正価値ヒエラルキーのレベルは、公正価値の測定に用いた

重要なインプットのうち、最もレベルの低いインプットに応じて決定しております。

① 公正価値の算定方法
金融商品の公正価値の測定方法は、以下のとおりです。

（現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務）
短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。
（その他の金融資産）

誓約事項に関する補償債権は、企業結合における取得日時点の公正価値で測定してい
ます。公正価値は、モンテカルロ・シミュレーションにより算定しており、主な仮定と
して、割引率が考慮されています。公正価値は、割引率の上昇(低下)により、減少(増加)
します。
短期貸付金は比較的短期で満期が到来するため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいこ

とから、当該帳簿価額によっております。
敷金及び保証金は償還予定時期を見積り、安全性の高い長期の債券の利回りで割り引

いた現在価値により算定しております。算定の結果、敷金及び保証金の公正価値が帳簿
価額に近似することから、当該帳簿価額によっております。
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保険積立金は、解約返戻金の金額により測定しております。算定の結果、保険積立金
の公正価値が帳簿価額に近似することから、当該帳簿価額によっております。

（短期借入金及び長期借入金）
短期借入金は、短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。
長期借入金は、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信

用状態は実行後と大きく異なっていないことから、時価は帳簿価格と近似していると考
えられるため当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額
を当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて算定する方法によ
っております。

（その他の金融負債）
企業結合による条件付対価は、企業結合における取得日時点の公正価値で測定してい

ます。公正価値は、モンテカルロ・シミュレーションにより算定しており、主な仮定と
して、割引率が考慮されています。公正価値は、割引率の上昇(低下)により、減少(増加)
します。

② 償却原価で測定する金融商品と帳簿価額の比較
償却原価で測定する金融商品の公正価値と帳簿価額の比較は、以下のとおりです。な

お、帳簿価額と公正価値が近似している金融商品については、長期借入金を除き、以下
の表には含めておりません。

帳簿価額
（千円）

公正価値
（千円）

金融負債
長期借入金（注） 7,241,163 7,289,046

合計 7,241,163 7,289,046
（注）長期借入金の公正価値はレベル２に分類しております。なお、１年以内返済予定

の残高を含んでおります。
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③ 公正価値で測定する金融商品
公正価値ヒエラルキーのレベルごとに分類した、経常的に公正価値で測定する金融資

産及び金融負債の内訳は、以下のとおりです。
(単位：千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
金融資産
純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産
その他の金融資産
誓約事項に関する補償債権 ― ― 110,654 110,654

資産合計 ― ― 110,654 110,654
金融負債
純損益を通じて公正価値で
測定する金融負債
その他の金融負債
条件付対価 ― ― 4,086,548 4,086,548

負債合計 ― ― 4,086,548 4,086,548
（注）レベル１、２の間の振替はありません。

④ 評価プロセス
レベル３に区分した金融商品については適切な権限者に承認された公正価値測定の評

価方針及び手続に従い、担当部署が対象金融商品の評価方法を決定し、公正価値を測定
しております。公正価値の測定結果については適切な責任者が承認しております。

⑤ レベル３に分類された金融商品に関する定量的情報
企業結合に伴う条件付取得対価は、主にモンテカルロ・シミュレーションを用いて公

正価値を測定しております。この公正価値の測定にあたって、割引率を観察可能でない
インプットとして利用しております。重要な観察可能でないインプットに関する主な定
量的情報は、以下のとおりです。
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項目 評価技法 観察可能でな
いインプット

範囲
（加重平均）

条件付対価 モンテカルロ・シミュ
レーション 割引率 1.0%

観察可能でないインプットのうち、割引率については、上昇した場合に公正価値が減
少する関係にあります。なお、レベル３に区分した金融商品について、観察可能でない
インプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合に重要な公正価値の増減は
見込まれておりません。

⑥ その他
当社グループにおいて、非支配持分株主に付与している子会社持分の売建プット・オプ

ションは、その行使価格の現在価値を金融負債として認識するとともに、同額を非支配持
分から減額しています。
当社グループが非支配持分株主に対して付与した子会社持分の売建プット・オプション

は、行使価格の現在価値で測定されており、2024年12月31日現在における帳簿価額は
1,071,776千円であり、連結財政状態計算書上の非流動負債におけるその他の金融負債に
含まれています。
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６．収益認識に関する注記
(1）収益の分解
分解した売上収益とセグメントとの関連は、以下のとおりです。なお、従来は顧客との契

約から生じる収益を分解した情報を、顧客の種類によって「Ｂ to Ｂ」、「Ｂ to Ｃ」に区分
しておりましたが、事業動向及びIR充実の観点から、契約の種類によって以下の区分に変更
しております。

(単位：千円)
DX事業

顧客の種類
継続取引 3,774,780
単発取引 1,356,095

顧客との契約から生じる収益 5,130,876
その他の源泉から認識した収益 −
外部顧客への売上収益 5,130,876

（注）取引開始日を起点として過去６か月以上継続的に収益が発生している顧客及び６か月以
上の契約期間で取引をしている顧客を継続取引顧客と定義した上で、当該顧客との取引
から生じる収益を「継続取引」、それ以外の収益を「単発取引」と表現しております。

(2）契約残高
顧客との契約から生じた契約残高は、以下のとおりです。

（単位：千円）
顧客との契約から生じた債権
売掛金 1,017,293

契約負債 1,378,661
(注)１．契約負債は、主に顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度における契約負債の期首残高のうち、報告期間中に認識した売
上収益の金額は22,946千円です。当連結会計年度において、契約負債が増加
した主な理由は、企業結合によるものであります。
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２．当連結会計年度において、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義
務から認識した売上収益の額に重要性はありません。

(3）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実

務上の便法を使用して、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客
との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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７．１株当たり情報に関する注記
(1）１株当たり親会社所有者帰属持分 548円79銭

(2）基本的１株当たり当期利益 77円94銭
当社は2024年4月1日付けで株式１株につき２株の株式分割を行っております。当該

株式分割については当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、基本
的１株当たり当期利益及び１株当たり親会社所有者帰属持分を算定しております。
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８．重要な後発事象に関する注記
（取得による企業結合）

当社は、2024年12月26日開催の取締役会において、株式会社ゼロタス（以下、ゼロタ
ス社）の全株式を取得し、連結子会社化することを決議いたしました。また、2025年１
月17日に株式取得を実行し、同社を当社の連結子会社といたしました。

（１）株式取得による企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び取得した事業の内容
相手先企業の名称 株式会社ゼロタス
事業の内容 データコンサル事業・デジタルマーケティング事業
事業規模 資本金1,000千円

② 株式取得の相手会社の名称
一戸 悠河、内木 遥汰

③ 企業結合を行った主な理由
当社は急速な成長を続けるDX市場・デジタルマーケティング領域において、顧客体

験を改善するテクノロジー・SaaSを軸に、近年ニーズが増加するマーケティング・ク
リエイティブの領域にも展開し、ウェブサイト構築から集客、リピート促進まで一気
通貫でのご支援を行っております。また、継続型収益中心のビジネスモデルにより高
速かつ安定的な売上成長と高い利益率を実現するとともに、顧客価値の最大化を目指
しております。
ゼロタス社はデータを活用して投資対効果を可視化・最大化するROIマーケティング

支援サービスを提供しております。広告運用にとどまらず、クリエイティブ領域や
GA4・MA・CRMツールの導入・運用含めた幅広いマーケティングの支援を行ってお
ります。
今回の株式取得によりゼロタス社が保有するデータ分析及び利活用の知見やより広範

なマーケティング支援ケイパビリティを活用し、当社グループによるクライアント企
業への最適なDX推進を支援することを通じ、顧客価値の最大化を図ることが可能にな
るものと考えております。これらを総合的に勘案した結果、当社グループのより一層
の収益性の向上や競争力の強化に資するものと判断したため、株式取得を行うことと
いたしました。

④ 企業結合の日程
取締役会決議 2024年12月26日
契約締結日 2024年12月26日
株式譲渡実行日 2025年１月17日

⑤ 企業結合の法的形式
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現金を対価とする株式取得
⑥ 結合後企業の名称

変更はありません。
⑦ 取得した議決権比率

100.0％
⑧ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得するものであります。

（２）取得した企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 219,473千円
取得原価 219,473千円
なお、相手先との間で株式譲渡前及び株式譲渡後の誓約事項と今後、株式会社ゼロタ
スの業績進捗に応じた譲渡対価の調整に関する合意がなされており、当該事業の業績
等の状況に応じて追加対価の支払い又は取得対価の減額調整が発生する可能性があり
ます。当該事象が発生した場合は、判明次第速やかにお知らせします。

（３）主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等（概算）5,000千円

（４）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。

（５）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。

（取得による企業結合）
当社は、2025年２月４日開催の取締役会において、株式会社Ciel Zero（以下、シエル

ゼロ社）の株式の一部を取得して連結子会社化することを決議いたしました。また、
2025年２月14日に株式取得を実行し、同社を当社の連結子会社といたしました。

（１）株式取得による企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び取得した事業の内容
相手先企業の名称 株式会社Ciel Zero
事業の内容 ITエンジニアリングサービス事業・AIシステム開発事業
事業規模 資本金60,000千円
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② 株式取得の相手会社の名称
株式会社ウエ

③ 企業結合を行った主な理由
当社は急速な成長を続けるDX市場・デジタルマーケティング領域において、顧客体

験を改善するテクノロジー・SaaSを軸に、近年ニーズが増加するマーケティング・ク
リエイティブの領域にも展開し、ウェブサイト構築から集客、リピート促進まで一気
通貫でのご支援を行っております。また、継続型収益中心のビジネスモデルにより高
速かつ安定的な売上成長と高い利益率を実現するとともに、顧客価値の最大化を目指
しております。
シエルゼロ社はITエンジニアリング及びAIシステム開発事業を主軸にサービス提供

しております。より具体的には、一括請負型IT事業/AIシステム開発事業/エンジニア
常駐型支援事業/ITスクール事業を営んでおり、業務系・組込系・汎用系等のソフトウ
ェア開発からインフラの設計構築など幅広いご要望にお応えしたDX支援を行っており
ます。
今回の株式取得によりシエルゼロ社が保有するエンジニアリングの知見・経験やIT人

材・開発リソースを活用し、当社グループによるクライアント企業への最適なDX推進
を支援することを通じ、顧客価値の最大化を図ることが可能になるものと考えており
ます。
これらを総合的に勘案した結果、当社グループのより一層の収益性の向上や競争力の

強化に資するものと判断したため、株式取得を行うことといたしました。
④ 企業結合の日程
取締役会決議 2025年２月４日
契約締結日 2025年２月４日
株式譲渡実行日 2025年２月14日

⑤ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

⑥ 結合後企業の名称
変更はありません。

⑦ 取得した議決権比率
80.0％

⑧ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得するものであります。

（２）取得した企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 1,310,667千円
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取得原価 1,310,667千円
なお、相手先との間で株式譲渡前及び株式譲渡後の誓約事項と今後、株式会社Ciel
Zeroの業績進捗に応じた譲渡対価の調整に関する合意がなされており、当該事業の業
績等の状況に応じて追加対価の支払い又は取得対価の減額調整が発生する可能性があ
ります。当該事象が発生した場合は、判明次第速やかにお知らせします。

（３）主要な取得関連費用の内容及び金額
現時点では確定しておりません。

（４）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
アドバイザリー費用等（概算）7,000千円

（５）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。

（取得による企業結合）
当社は、2025年２月27日開催の取締役会において、株式会社FCOMSが新設分割の方法

で2025年２月26日に新たに設立した株式会社SmartContact（以下、Smart社）の一部
の株式を取得して連結子会社化することを決議いたしました。

（１）株式取得による企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び取得した事業の内容
相手先企業の名称 株式会社SmartContact
事業の内容 セールス支援事業、コールセンター事業等
事業規模 資本金1,000千円

② 株式取得の相手会社の名称
株式会社FCOMS

③ 企業結合を行った主な理由
当社は急速な成長を続けるDX市場・デジタルマーケティング領域において、顧客体

験を改善するテクノロジー・SaaSを軸に、近年ニーズが増加するマーケティング・ク
リエイティブ領域にも展開し、ウェブサイト構築から集客、リピート促進まで一気通
貫でのご支援を行っております。また、継続型収益中心のビジネスモデルにより高速
かつ安定的な売上成長と高い利益率を実現するとともに、顧客価値の最大化を目指し
ております。
Smart社が提供するセールス支援・コールセンター・ストアソリューション事業で

は、幅広いサービスを提供する企業の強力な販売パートナーとして営業活動のご支援
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やストアの集客・売上向上・コスト削減等の様々なニーズに合わせたDX支援を行って
おります。
今回の株式取得により、セールス領域の支援ノウハウ及びリソースの獲得を通じて、

マーケティング戦略の立案及び実行からセールス領域の支援まで、より幅広い領域に
おける一気通貫でのサービス提供が可能になり、当社グループによる最適なDX推進と
CXの改善及び顧客価値の最大化が可能になるものと考えております。
これらを総合的に勘案した結果、当社グループのより一層の収益性の向上や競争力

の強化に資するものと判断したため、株式取得を行うことといたしました。
④ 企業結合の日程
取締役会決議 2025年２月27日
契約締結日 2025年２月27日
株式譲渡実行日 2025年３月10日（予定）

⑤ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

⑥ 結合後企業の名称
変更はありません。

⑦ 取得した議決権比率
67.0％

⑧ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得するものであります。

（２）取得した企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 359,243千円
取得原価 359,243千円
なお、相手先との間で株式譲渡前及び株式譲渡後の誓約事項と今後、株式会社
SmartContactの業績進捗に応じた譲渡対価の調整に関する合意がなされており、当該
事業の業績等の状況に応じて追加対価の支払い又は取得対価の減額調整が発生する可
能性があります。当該事象が発生した場合は、判明次第速やかにお知らせします。

（３）主要な取得関連費用の内容及び金額
現時点では確定しておりません。

（４）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
アドバイザリー費用等（概算）6,000千円

（５）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
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現時点では確定しておりません。

（第10回新株予約権及び第11回新株予約権の発行）
当社は、2025年２月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第

240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の役職員等に対し、以下のとおり第10回新株
予約権及び第11回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）を発行することを決議い
たしました。

新株予約権の名称 第10回新株予約権
新株予約権の割当日 2025年３月31日
新株予約権の数 9,498個
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数 949,800株

新株予約権の発行総額 2,849,400円（１個当たり300円）

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり1,158円
新株予約権の行使期間 自 2026年４月１日

至 2035年３月31日
新株予約権の行使により新株式を発
行する場合の株式の発行価格及び資
本組入額

発行価格 1,158円
資本組入額 579円

新株予約権の行使の条件 （注）
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を

要するものとする。
新株予約権の割当対象者及び割当個
数

当社取締役 ３名 5,029個
当社従業員 ８名 2,750個
当社子会社の取締役 ４名 1,719個

（注）新株予約権の行使の条件に関する事項は以下のとおりであります。
(1）新株予約権者は、2025年12月期から2033年12月期の各事業年度にかかる当社

が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書（連結財務諸
表を作成していない場合は損益計算書）において、以下の条件を満たしている場合
に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の個数を限度として、それぞれ定
められた割合の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月１日から権利行使期
間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に１個未
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満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、会計基準の変更等に
より参照すべき税引前当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、
合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
加えて、当社連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている
場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前税引前当期純利益をもっ
て判定するものとする。
a.いずれかの期の税引前当期純利益が35億円以上となった場合には50％
b.いずれかの期の税引前当期純利益が50億円以上となった場合には100％

(2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は2028年３月31日までの期間において、当
社又は当社の関係会社（当社の子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。）の
取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定
年退職、その他正当な理由があると取締役会が判断した場合は、この限りではな
い。

(3）割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所に
おける当社普通株式の普通取引終値が、一度でも310円を下回った場合、当社の取
締役会による決議に基づき、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を当社の
取締役会決議で決定された行使期間内に行使しなければならないものとする。ただ
し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りでない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開

示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において

前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる場合

(4）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株

式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできな
い。

(6）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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新株予約権の名称 第11回新株予約権
新株予約権の割当日 2025年３月31日
新株予約権の数 800個
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数 80,000株

新株予約権の発行総額 80,000円（１個当たり100円）

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり822円

新株予約権の行使期間 自 2025年４月１日
至 2035年３月31日

新株予約権の行使により新株式を発
行する場合の株式の発行価格及び資
本組入額

発行価格 822円
資本組入額 411円

新株予約権の行使の条件 （注）

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を
要するものとする。

新株予約権の割当対象者及び割当個
数 当社従業員 １名 800個
（注）新株予約権の行使の条件に関する事項は以下のとおりであります。
(1）新株予約権者は、2024年12月期から2032年12月期の各事業年度にかかる当社

が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書（連結財務諸
表を作成していない場合は損益計算書）において、いずれかの期の売上高が30億
円以上かつ税引前当期純利益10億円以上の条件を満たしている場合に、各新株予
約権者に割り当てられた新株予約権の個数を限度として、それぞれ定められた割合
の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月１日から権利行使期間の末日まで
に行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に１個未満の端数が生
じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、会計基準の変更等により参照すべ
き税引前当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲
内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。加えて、当社
連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、こ
れによる影響を排除した株式報酬費用控除前税引前当期純利益をもって判定するも
のとする。

(2）新株予約権者は、上記(1)で新たに行使可能となった本新株本新株予約権のうち、
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条件を達成した事業年度の期末時点から起算し、３ヶ月経過するまでの期間はその
全て、３ヶ月経過後１年３ヶ月経過するまでの期間はその75％相当分、１年３ヶ
月以降２年３ヶ月経過するまでの間はその50％相当分につき、新たに行使可能と
なった新株予約権を行使できない。但し、上記にかかわらず、2033年４月１日以
降は、上記(1)において行使可能となった全ての新株予約権を行使することができ
る。

(3）上記(1)(2)に加え、新株予約権者は、2024年12月期から2033年12月期の各事業
年度にかかる連結損益計算書において、いずれかの期の連結子会社から発生する営
業利益合計金額が９億円を上回っている場合に、各新株予約権者に割り当てられた
本新株予約権の個数を限度として、それぞれ定められた割合の個数を達成期の有価
証券報告書の提出日の翌月１日から権利行使期間の末日までに行使することができ
る。

(4）割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所に
おける当社普通株式の普通取引終値が、一度でも685円を下回った場合、当社の取
締役会による決議に基づき、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を当社の
取締役会決議で決定された行使期間内に行使しなければならないものとする。ただ
し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りでない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開

示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において

前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる場合

(5）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(6）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株

式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできな
い。

(7）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

（第８回新株予約権（信託型ストックオプション）の一部消滅及び第９回新株予約権の消
却）
当社は、2025年２月14日開催の取締役会において、第８回新株予約権（信託型ストック
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オプション）（以下、「信託型SO」という。）を一部消滅させ、また、第９回新株予約権（業
績連動型ストックオプション）（以下、「業績連動型SO」という。）を当社にて無償で取得し、
直ちにその全部を消却することを決議いたしました。

（１）信託SOの一部消滅に関する概要
① 信託型SOの概要
(1)新株予約権の名称 第８回新株予約権
(2)割当先 コタエル信託株式会社（注）
(3)信託契約日 2022年５月11日
(4)割当日 2022年５月12日
(5)信託期間満了日 2022年12月末日
(6)権利行使期間 2025年４月１日から2032年４月

30日まで
(7)発行した新株予約権の数（株数） 2,000個（800,000株）
(8)行使された新株予約権の数（株数） ０個（０株）
(9)消滅させる新株予約権の数（株数） 1,662個（664,800株）
(10)消滅後に残存する新株予約権の数（株数） 338個（135,200株）

（注）本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者として信託に割り当てられ、信託
期間満了日時点の当社役職員のうち受益者として指定されたものに交付されます。消
滅時点において受益者は未確定であり、付与実績はありません。

② 消滅の理由
当社は、2023年５月29日に国税庁及び経済産業省によって開催された「スタートア

ップの経営者や支援者のためのストックオプション税制説明会」において、国税庁から、
信託型SOの税務上の取り扱いについて、「行使時の経済的利益は、給与として課税され
る」旨の見解が発表されました。当社としましては、その後の動向を注視しておりまし
たが、今回役職員等へのインセンティブプランをより効果的なものへ見直すため、本信
託SOの一部を消滅させることとしました。なお、本件消滅後に残存する新信託SOにつ
いては当社企業価値向上に資するパートナー企業とのアライアンスにかかるインセンテ
ィブとしての活用を検討しております。本信託SOの消滅手続きは、社内及び外部専門家
と協議しながら進めており、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいた
します。

③ 業績に与える影響
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本信託SOの消滅が業績に与える影響は軽微ですが、公表すべき事項が生じた場合には、
速やかにお知らせいたします。

（２）業績連動型SOの消却に関する概要
① 業績連動型SOの概要
(1)新株予約権の名称 第９回新株予約権
(2)新株予約権の総数 1,320個
(3)新株予約権の目的である株式の種類と数 普通株式 264,000株（1個当たり

200株）
(4)新株予約権の払込金額 38,280円（１個当たり29円）
(5)新株予約権の発行価額 1個当たり29円
(6)取得及び消却する新株予約権の株 1,320個
(7)新株予約権の取得価額 無償
(8)取得日及び消却日 2025年２月28日

② 取得及び消却の理由
当社がこれまでに実行したM&Aによる収益及び利益貢献やグループ会社各社の成長に

より当社連結業績が急速に成長したこと、「2024年12月期決算説明資料」に記載の通
り、当社グループの中期経営目標として2027年12月期の税引前当期純利益50億円を目
指すことを決定したことなどを鑑み、中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当た
って、直近の当社業績及び事業進捗並びに今後当社の目指すべき業績水準を踏まえて目
標を新たに設定することで当該インセンティブプランをより効果的なものへ見直し、業
績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、業績連動型SOを償却し、
当社グループの経営人材たる役職員に対して、新たに有償にて新株予約権を発行するこ
ととしました。

③ 業績に与える影響
本業績連動型SOの消却が業績に与える影響は軽微ですが、公表すべき事項が生じた場

合には、速やかにお知らせいたします。
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９．企業結合等に関する注記
（株式会社BINKSの取得）

① 企業結合の概要
(a) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 ：株式会社BINKS
被取得企業の事業の内容 ：LTVサイエンス事業

(b) 取得日
2024年１月17日

(c) 取得した議決権付資本持分の割合
85.0％

(d) 企業結合の主な理由
当社は急速な成長を続けるDX市場において、顧客体験を改善するテクノロジー・SaaSを

軸に、近年ニーズが増加するマーケティング・クリエイティブの領域にも展開し、ウェブサ
イト構築から集客、リピート促進まで一気通貫でのご支援を行っております。また、継続型
収益中心のビジネスモデルにより高速かつ安定的な売上成長と高い利益率を実現するととも
に、顧客価値の最大化を目指しております。BINKS社は機械学習を用いた高度なデータ分
析・運用力を軸として、WEB広告やSNS・SEO・LINE・メルマガ等、施策全般の運用を改
善し、クライアントの LTVの最大化を支援しております。今回の株式取得により、BINKS社
が獲得してきたデジタルマーケティングのノウハウ及びデータ分析/運用力を活用し、当社
グループによる最適なDX推進と CXの改善を包括的に進める体制を構築し、顧客価値の最大
化が可能になるものと考えております。これらを総合的に勘案した結果、当社グループのよ
り一層の収益性の向上や競争力の強化に資するものと判断したため、株式取得を行うことと
いたしました。

(e) 被取得企業の支配を獲得した方法
株式取得

② 対価
(単位：千円)
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内訳 金額
現金 2,543,244
誓約事項に関する補償(注)２ △112,464
条件付対価(注)２ 481,050

取得対価合計 2,911,830

(注)１．当該企業結合に係る取得関連費用308千円を連結損益計算書の「販売費及び一般管理
費」に含めて表示しております。

２．株式譲渡前及び株式譲渡後の誓約事項と取得対価の調整に関する合意がなされており、
当該取得企業の営業利益の状況に応じて最大で850,000千円の追加譲渡代金が発生す
る、又は誓約事項に関する補償が最大で1,377,000千円発生する可能性があります。誓
約事項に関する補償債権及び条件付対価の公正価値のヒエラルキーのレベルは３にな
り、観察可能な市場データに基づかないインプットを含む評価技法から算定された公正
価値です。なお、2024年12月31日までに支払われた誓約事項に関する補償は
102,233千円であり、2024年12月31日までに支払った条件付対価はありません。公
正価値のヒエラルキーについては「5．金融商品に関する注記」に記載しております。
条件付対価に係る公正価値変動額のうち、貨幣の時間的価値の変動に基づく部分を「金
融費用」に計上するとともに、貨幣の時間的価値以外の変動に基づく部分を「その他の
収益」又は「その他の費用」に計上しています。

③ 取得資産及び引受負債の公正価値及びのれん(注)１
(単位：千円)

科目 金額
現金及び現金同等物 528,833
営業債権(注)２ 94,602
有形固定資産 24,324
その他の金融資産 3,681
リース負債 △24,212
未払法人所得税 △129,512
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長期借入金 △62,123
その他 △34,126
純資産 401,465
非支配持分 60,219
のれん(注)３ 2,570,583
(注)１．取得対価は、取得日における公正価値を基礎として、取得した資産及び引き受けた負

債に配分しております。上記金額は現時点での最善の見積りによる暫定的な公正価値で
あるため、取得日時点で存在していた事実や状況に関する追加的な情報が得られ評価さ
れる場合、取得日から１年間は修正されることがあります。

２．取得した債権の公正価値、契約上の未収金額及び回収不能見込額
取得した営業債権について、契約金額の総額は94,602千円であり、回収不能と見込ま
れる契約上のキャッシュ・フローはありません。

３．のれんの構成要因は、主として営業活動の統合による相乗効果、規模の経済性、個別
認識の要件を満たさない無形資産からなります。税務上損金に算入されることが見込ま
れるのれんはありません。

④ 子会社の取得による支出
(単位：千円)

科目 金額
現金による取得対価 2,543,244
取得日に被取得企業が保有していた
現金及び現金同等物 △528,833

子会社の取得による現金支払額 2,014,411

⑤ 企業結合に係る取得日以降の損益情報
連結損益計算書に含まれている、株式会社BINKSの取得日からの業績は以下のとおりで

す。
(単位：千円)

当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
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売上収益 363,448
当期利益 21,870

（プロフォーマ情報）
仮に株式会社BINKSの取得日が当連結会計年度の期首であったと仮定した場合のプロフ

ォーマ情報については、連結計算書類に与える影響額に重要性がなく、当連結会計年度の
期首に取得した場合のシナジー効果の予測が実務上不可能であるため、開示をしておりま
せん。

（ラグナロク株式会社の取得）
① 企業結合の概要
(a) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 ：ラグナロク株式会社
被取得企業の事業の内容 ：グロースエンジニアリング事業

(b) 取得日
2024年４月１日

(c) 取得した議決権付資本持分の割合
100.0％

(d) 企業結合の主な理由
当社は急速な成長を続けるDX市場・デジタルマーケティング領域において、顧客体験を改

善するテクノロジー・SaaSを軸に、近年ニーズが増加するマーケティング・クリエイティブ
の領域にも展開し、ウェブサイト構築から集客、リピート促進まで一気通貫でのご支援を行
っております。また、継続型収益中心のビジネスモデルにより高速かつ安定的な売上成長と
高い利益率を実現するとともに、顧客価値の最大化を目指しております。
ラグナロク社は起業やリードエンジニアとしての経験を豊富に有するトップエンジニア集

団による新規事業開発や開発チーム内製化支援サービスを提供しております。事業とエンジ
ニアリング双方の知見を武器に、大手クライアントを中心に継続型の業務支援実績を積み重
ねております。
今回の株式取得によりラグナロク社が獲得してきたグロースエンジニアリングのノウハウ

及び技術を活用し、当社グループによるクライアント企業への最適なDX推進と当社CX
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SaaSの機能開発強化を一層推進するための体制を構築し、顧客価値の最大化が可能になるも
のと考えております。
これらを総合的に勘案した結果、当社グループのより一層の収益性の向上や競争力の強化

に資するものと判断したため、株式取得を行うことといたしました。

(e) 被取得企業の支配を獲得した方法
株式取得

② 対価
(単位：千円)

内訳 金額
現金 420,000
条件付対価(注)２ 777,657

取得対価合計 1,197,657
(注)１．当該企業結合に係る取得関連費用848千円を連結損益計算書の「販売費及び一般管理

費」に含めて表示しております。
２．株式譲渡前及び株式譲渡後の誓約事項と取得対価の調整に関する合意がなされており、

当該取得企業の営業利益の状況に応じて最大で800,000千円の追加譲渡代金が発生す
る、又は誓約事項に関する補償が最大で420,000千円発生する可能性があります。誓
約事項に関する補償債権及び条件付対価の公正価値のヒエラルキーのレベルは３にな
り、観察可能な市場データに基づかないインプットを含む評価技法から算定された公正
価値です。なお、2024年12月31日まで支払った誓約事項に関する補償及び条件付対
価はありません。公正価値のヒエラルキーについては「5．金融商品に関する注記」に
記載しております。条件付対価に係る公正価値変動額のうち、貨幣の時間的価値の変動
に基づく部分を「金融費用」に計上するとともに、貨幣の時間的価値以外の変動に基づ
く部分を「その他の収益」又は「その他の費用」に計上しています。
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③ 取得資産及び引受負債の公正価値及びのれん(注)１
(単位：千円)

科目 金額
現金及び現金同等物 73,642
営業債権(注)２ 15,953
有形固定資産 21,988
その他の金融資産 11,412
リース負債 △21,534
未払法人所得税 △5,543
その他 △22,016
純資産 73,902
のれん(注)３ 1,123,755
(注)１．取得対価は、取得日における公正価値を基礎として、取得した資産及び引き受けた負

債に配分しております。上記金額は現時点での最善の見積りによる暫定的な公正価値で
あるため、取得日時点で存在していた事実や状況に関する追加的な情報が得られ評価さ
れる場合、取得日から１年間は修正されることがあります。

２．取得した債権の公正価値、契約上の未収金額及び回収不能見込額
取得した営業債権について、契約金額の総額は15,953千円であり、回収不能と見込ま
れる契約上のキャッシュ・フローはありません。

３．のれんの構成要因は、主として営業活動の統合による相乗効果、規模の経済性、個別
認識の要件を満たさない無形資産からなります。税務上損金に算入されることが見込ま
れるのれんはありません。

④ 子会社の取得による支出
(単位：千円)

科目 金額
現金による取得対価 420,000
取得日に被取得企業が保有していた
現金及び現金同等物 △73,642
子会社の取得による現金支払額 346,357
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⑤ 企業結合に係る取得日以降の損益情報
連結損益計算書に含まれている、ラグナロク株式会社の取得日からの業績は以下のとお

りです。
(単位：千円)

当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

売上収益 169,791
当期利益 22,209

（プロフォーマ情報）
仮にラグナロク株式会社の取得日が当連結会計年度の期首であったと仮定した場合のプ

ロフォーマ情報については、連結計算書類に与える影響額に重要性がなく、当連結会計年
度の期首に取得した場合のシナジー効果の予測が実務上不可能であるため、開示をしてお
りません。

（株式会社SpinFlowの取得）
① 企業結合の概要
(a) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 ：株式会社SpinFlow
被取得企業の事業の内容 ：生成AI活用コンサルティング・リスキリング事業

(b) 取得日
2024年11月5日

(c) 取得した議決権付資本持分の割合
50.1％

(d) 企業結合の主な理由
当社は急速な成長を続けるDX市場・デジタルマーケティング領域において、顧客体験を改

善するテクノロジー・SaaSを軸に、近年ニーズが増加するマーケティング・クリエイティブ
の領域にも展開し、ウェブサイト構築から集客、リピート促進まで一気通貫でのご支援を行
っております。また、継続型収益中心のビジネスモデルにより高速かつ安定的な売上成長と
高い利益率を実現するとともに、顧客価値の最大化を目指しております。
SpinFlow社は生成AI活用を基点としたコンサルティング/業務改善支援/リスキリング研
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修サービスを提供しております。次世代スキル教育の追い風を受け、多数の企業からのニー
ズにお応えする形でサービス提供規模を急速に拡大するとともに、今後は特定の職種や業種
に特化した支援も展開してまいります。
今回の株式取得によりSpinFlow社が保有する生成AIに関するコンサルティング/リスキリ

ング/業務支援の知見を活用し、当社グループによるクライアント企業への最適なDX推進を
人材教育や業務改善の面で支援することを通じ、顧客価値の最大化を図ることが可能になる
ものと考えております。これらを総合的に勘案した結果、当社グループのより一層の収益性
の向上や競争力の強化に資するものと判断したため、株式取得を行うことといたしました。

(e) 被取得企業の支配を獲得した方法
株式取得

② 対価
(単位：千円)

内訳 金額
現金 174,160
誓約事項に関する補償 △63,098
条件付対価(注)２ 394,459

取得対価合計 505,520
(注)１．当該企業結合に係る取得関連費用1,108千円を連結損益計算書の「販売費及び一般管

理費」に含めて表示しております。
２．株式譲渡前及び株式譲渡後の誓約事項と取得対価の調整に関する合意がなされており、

当該取得企業の営業利益の状況に応じて最大で815,839千円の追加譲渡代金が発生す
る、又は誓約事項に関する補償が最大で990,000千円発生する可能性があります。誓
約事項に関する補償債権及び条件付対価の公正価値のヒエラルキーのレベルは３にな
り、観察可能な市場データに基づかないインプットを含む評価技法から算定された公正
価値です。なお、2024年12月31日まで支払った誓約事項に関する補償及び条件付対
価はありません。公正価値のヒエラルキーについては「5．金融商品に関する注記」に
記載しております。条件付対価に係る公正価値変動額のうち、貨幣の時間的価値の変動
に基づく部分を「金融費用」に計上するとともに、貨幣の時間的価値以外の変動に基づ
く部分を「その他の収益」又は「その他の費用」に計上しています。
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③ 取得資産及び引受負債の公正価値及びのれん(注)１
(単位：千円)

科目 金額
現金及び現金同等物 6,775
営業債権(注)２ 19,924
その他の流動資産 108,333
無形資産 48
未払法人所得税 △10,744
契約負債 △48,700
その他の流動負債 △85,002
純資産 △9,365
非支配持分 4,161
のれん(注)３ 519,047
(注)１．取得対価は、取得日における公正価値を基礎として、取得した資産及び引き受けた負

債に配分しております。上記金額は現時点での最善の見積りによる暫定的な公正価値で
あるため、取得日時点で存在していた事実や状況に関する追加的な情報が得られ評価さ
れる場合、取得日から１年間は修正されることがあります。

２．取得した債権の公正価値、契約上の未収金額及び回収不能見込額
取得した営業債権について、契約金額の総額は19,924千円であり、回収不能と見込ま
れる契約上のキャッシュ・フローはありません。

３．のれんの構成要因は、主として営業活動の統合による相乗効果、規模の経済性、個別
認識の要件を満たさない無形資産からなります。税務上損金に算入されることが見込ま
れるのれんはありません。

④ 子会社の取得による支出
(単位：千円)

科目 金額
現金による取得対価 174,160
取得日に被取得企業が保有していた
現金及び現金同等物 △6,775
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子会社の取得による現金支払額 167,384

⑤ 企業結合に係る取得日以降の損益情報
連結損益計算書に含まれている、株式会社SpinFlowの取得日からの業績は以下のとおり

です。
(単位：千円)

当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

売上収益 196,432
当期利益 22,340

（プロフォーマ情報）
仮に株式会社SpinFlowの取得日が当連結会計年度の期首であったと仮定した場合のプロ

フォーマ情報については、連結計算書類に与える影響額に重要性がなく、当連結会計年度
の期首に取得した場合のシナジー効果の予測が実務上不可能であるため、開示をしており
ません。

（株式会社BUZZの取得）
① 企業結合の概要
(a) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 ：株式会社BUZZ
被取得企業の事業の内容 ：SNSスクール及びマーケターマッチング事業

(b) 取得日
2024年11月28日

(c) 取得した議決権付資本持分の割合
100％

(d) 企業結合の主な理由
当社は急速な成長を続けるDX市場・デジタルマーケティング領域において、顧客体験を改

善するテクノロジー・SaaSを軸に、近年ニーズが増加するマーケティング・クリエイティブ
の領域にも展開し、ウェブサイト構築から集客、リピート促進まで一気通貫でのご支援を行
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っております。また、継続型収益中心のビジネスモデルにより高速かつ安定的な売上成長と
高い利益率を実現するとともに、顧客価値の最大化を目指しております。
アクティブ社が提供するSNSスクール及びマーケターマッチング事業では、Instagramを

中心としたスキルアップスクール「BuzzCollege」を展開しており、Instagram運用ノウハ
ウを体系化した100種類以上の講座コンテンツ及び個別コンサルティングを提供しておりま
す。SNS市場に加え、副業・複業市場の拡大を受け、アクティブ社は3年間で12,000人以上
の受講実績を積み上げてまいりました。
今回の株式取得により、アクティブ社が蓄積してきたSNSスクール運営実績や支援ノウハ

ウを活用することを通じて、SAKIYOMI社グループとしてSNS支援に関するケイパビリティ
を対法人・対個人の両面で強化することが可能となり、ひいては当社及び当社グループによ
る最適なDX推進とCXの改善及び顧客価値の最大化につながるものと考えております。これ
らを総合的に勘案した結果、当社グループのより一層の収益性の向上や競争力の強化に資す
るものと判断したため、株式取得を行うことといたしました。

(e) 被取得企業の支配を獲得した方法
株式取得

② 対価
(単位：千円)

内訳 金額
現金 667,080
誓約事項に関する補償 △155
条件付対価(注)２ 1,749,336

取得対価合計 2,416,260
(注)１．当該企業結合に係る取得関連費用2,332千円を連結損益計算書の「販売費及び一般管

理費」に含めて表示しております。
２．株式譲渡前及び株式譲渡後の取得対価の調整に関する合意がなされており、当該取得

企業の営業利益の状況に応じて最大で1,841,100千円の追加譲渡代金が発生する、又は
誓約事項に関する補償が最大で2,508,180千円発生する可能性があります。誓約事項に
関する補償債権及び条件付対価の公正価値のヒエラルキーのレベルは３になり、観察可
能な市場データに基づかないインプットを含む評価技法から算定された公正価値です。
なお、2024年12月31日まで支払った誓約事項に関する補償及び条件付対価はありま
せん。公正価値のヒエラルキーについては「5．金融商品に関する注記」に記載してお
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ります。条件付対価に係る公正価値変動額のうち、貨幣の時間的価値の変動に基づく部
分を「金融費用」に計上するとともに、貨幣の時間的価値以外の変動に基づく部分を
「その他の収益」又は「その他の費用」に計上しています。

③ 取得資産及び引受負債の公正価値及びのれん(注)１
(単位：千円)

科目 金額
その他の流動資産 1,000,492
有形固定資産 172
無形資産 7,840
その他の非流動資産 268
繰延税金資産 74,712
契約負債 △1,454,551
その他の流動負債 △102,287
純資産 △473,353
のれん(注)2 2,889,614
(注) １．取得対価は、取得日における公正価値を基礎として、取得した資産及び引き受けた負

債に配分しております。上記金額は現時点での最善の見積りによる暫定的な公正価値で
あるため、取得日時点で存在していた事実や状況に関する追加的な情報が得られ評価さ
れる場合、取得日から１年間は修正されることがあります。

2．のれんの構成要因は、主として営業活動の統合による相乗効果、規模の経済性、個別
認識の要件を満たさない無形資産からなります。税務上損金に算入されることが見込
まれるのれんはありません。

④ 子会社の取得による支出
(単位：千円)

科目 金額
現金による取得対価 667,080
取得日に被取得企業が保有していた
現金及び現金同等物 ―
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子会社の取得による現金支払額 667,080

⑤ 企業結合に係る取得日以降の損益情報
連結損益計算書に含まれている、株式会社BUZZの取得日からの業績は以下のとおりで

す。
(単位：千円)

当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

売上収益 304,161
当期利益 24,005

（プロフォーマ情報）
仮に株式会社BUZZの取得日が当連結会計年度の期首であったと仮定した場合のプロフ

ォーマ情報については、連結計算書類に与える影響額に重要性がなく、当連結会計年度の
期首に取得した場合のシナジー効果の予測が実務上不可能であるため、開示をしておりま
せん。

（株式会社KaiUの取得に係る暫定的な処理の確定）
2023年１月31日に行われた株式会社KaiUの取得について、前連結会計年度において暫

定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確定しております。
この暫定的な会計処理の確定に伴い、取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされて

おり、取得日現在における取得対価の公正価値、取得資産及び引受負債の主要な種類ごと
に認識した金額は以下のとおり修正されております。

(単位：千円)
暫定処理 修正 確定金額

現金 300,000 ― 300,000
条件付対価 ― ― ―
取得対価の合計 300,000 ― 300,000
流動資産 50,933 ― 50,933
非流動資産 93,317 5,606 98,923
非流動負債 △49,912 ― △49,912
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純資産 94,338 5,606 99,944
のれん 205,661 △5,606 200,055
合計 300,000 ― 300,000

（株式会社SAKIYOMIの取得に係る暫定的な処理の確定）
2023年５月12日に行われた株式会社SAKIYOMIの取得について、前連結会計年度にお

いて暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確定しております。
取得した資産及び引き受けた負債のそれぞれの合計について、当初の暫定的な金額と最

終的な金額の間に重要な変動はありません。

（CRAFT株式会社の取得に係る暫定的な処理の確定）
2023年8月15日に行われたCRAFT株式会社の取得について、前連結会計年度において

暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確定しております。
取得した資産及び引き受けた負債のそれぞれの合計について、当初の暫定的な金額と最

終的な金額の間に重要な変動はありません。

（株式会社JITTの取得に係る暫定的な処理の確定）
2023年8月21日に行われた株式会社JITTの取得について、前連結会計年度において暫定

的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確定しております。
取得した資産及び引き受けた負債のそれぞれの合計について、当初の暫定的な金額と最

終的な金額の間に重要な変動はありません。

（株式会社マイクロウェーブクリエイティブの取得に係る暫定的な処理の確定）
2023年8月31日に行われた株式会社マイクロウェーブクリエイティブの取得について、

前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確定
しております。
取得した資産及び引き受けた負債のそれぞれの合計について、当初の暫定的な金額と最

終的な金額の間に重要な変動はありません。
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貸借対照表
2024年12月31日現在

（単位：千円）
科目 金額 科目 金額

（資産の部） （負債の部）
流動資産 5,971,860 流動負債 2,609,443

現金及び預金 4,291,119 買掛金 374,490
売掛金 620,852 短期借入金 48,334
未収入金 337,582 １年内返済予定の長期借入金 1,741,480
関係会社短期貸付金 675,000 未払金 55,490
前払費用 35,203 未払費用 224,796
その他 13,117 未払法人税等 76,716
貸倒引当金 △1,014 預り金 12,796

契約負債 15,643
固定資産 7,835,740 その他 59,695
有形固定資産 22,645 固定負債 5,440,725
建物 9,012 長期借入金 5,440,725
工具、器具及び備品 13,633 負債合計 8,050,168

無形固定資産 1,139,331 （純資産の部）
のれん 1,045,291 株主資本 5,757,194
ソフトウエア 92,368 資本金 27,910
顧客関連資産 1,671 資本剰余金 5,183,622

投資その他の資産 6,673,762 資本準備金 17,910
関係会社株式 6,171,084 その他資本剰余金 5,165,712
破産更生債権等 2,687 利益剰余金 546,146
繰延税金資産 416,657 その他利益剰余金 546,146
敷金及び保証金 43,192 繰越利益剰余金 546,146
その他 43,321 自己株式 △485
貸倒引当金 △3,181 新株予約権 238

純資産合計 5,757,432
資産合計 13,807,601 負債・純資産合計 13,807,601

（注） 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書
自 2024
至 2024

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日

（単位：千円）
科目 金額

売上高 1,980,743
売上原価 1,109,377

売上総利益 871,366
販売費及び一般管理費 740,511

営業利益 130,854
営業外収益

受取利息 4,094
為替差益 2,798
経営指導料 466,500
その他 2,726 476,120

営業外費用
支払利息 64,612
株式交付費 23,253
支払手数料 19,095 106,961
経常利益 500,013

特別損失
固定資産除却損 36,687 36,687
税引前当期純利益 463,326
法人税、住民税及び事業税 76,716
法人税等調整額 140,554 217,271
当期純利益 246,054

（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
自 2024
至 2024

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日

（単位：千円）
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 15,970 5,970 2,679,734 2,685,704
企業結合に係る暫定的な会計処理
の確定による影響額
遡及処理後当期首残高 15,970 5,970 2,679,734 2,685,704
当期変動額

新株の発行 1,254,929 1,254,929 1,254,929
減資 △1,242,989 △1,242,989 2,485,978 1,242,989
自己株式の取得
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 11,940 11,940 2,485,978 2,497,918
当期末残高 27,910 17,910 5,165,712 5,183,622

株主資本

新株予約権 純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金合

計繰越利益剰余金

当期首残高 304,717 304,717 △432 3,005,958 238 3,006,196
企業結合に係る暫定的な会計処理
の確定による影響額 △4,625 △4,625 △4,625 △4,625

遡及処理後当期首残高 300,091 300,091 △432 3,001,333 238 3,001,571
当期変動額

新株の発行 2,509,858 2,509,858
減資 − −
自己株式の取得 △52 △52 △52
当期純利益 246,054 246,054 246,054 246,054
株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 246,054 246,054 △52 2,755,860 − 2,755,860
当期末残高 546,146 546,146 △485 5,757,194 238 5,757,432

（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法

子会社株式
移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産…………………定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３〜５年
工具、器具及び備品 ３〜８年

（2）無形固定資産…………………定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウェア ５年（社内における利用可能期間）
顧客関連資産 ３年
のれん 10年

３．引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能
見込額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
（1）「CX向上SaaS」の提供及び初期設定に係る収益

当社では、「CODE Marketing Cloud」「f-tra EFO」「EFO CUBE」等のデジタルマ
ーケティングの運用を中心とする「CX向上SaaS」の提供を行うことを履行義務として識
別しております。これらのサービスは契約期間に応じて履行義務が充足されるため、当該
期間で収益を認識しております。
また、当該「CX向上SaaS」の提供に先立ち、その初期設定に係るフィーについては、

その義務の履行によって他に転用できない資産が創出され、完了した作業に対する支払い
を受ける強制可能な権利を有することから、契約期間にわたって履行義務が充足されると
判断しております。そのため、契約期間にわたり収益として認識しております。
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（2）DXコンサルティングサービスの提供による収益
当社では、DX推進による顧客のマーケティング戦略の立案支援・マーケティング施策

実行・改善支援のサービスを提供することを履行義務として識別しております。これらの
サービスは提供期間にわたり履行義務が充足されるため、当該期間で収益を認識しており
ます。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）繰延資産の処理方法

株式交付費 支出時に全額費用処理しております。
（2）外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に関する注記）
有形固定資産の減価償却方法の変更
当社は、工具器具及び備品の減価償却方法について、従来より定率法を採用しておりまし

たが、当事業年度より定額法に変更しております。
この変更は、2025年12月期を初年度とする中期経営計画の策定を契機に、有形固定資産

の使用状況を見直した結果、使用年数経過に伴う資産の急激な劣化は認められず、今後も中
長期的な安定稼働が見込まれるため、耐用年数にわたり費用を均等に配分する定額法を採用
することが、当社の経済的実態をより適切に反映することができると判断したことによるも
のです。なお、この変更に伴う計算書類への影響は軽微であります。
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（会計上の見積りに関する注記）
繰延税金資産の回収可能性
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額 416,657千円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に

基づく課税所得の見積りに基づき、回収可能性があると判断された範囲内で計上しており
ます。
②主要な仮定
将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、翌事業年度以降の事業計画を基礎としてお

り、当該事業計画における主要な仮定は、主要な事業ごとの売上高及び全社の売上総利益
であります。
③翌事業年度の計算書類に与える影響
当該見積りは、将来の不確実な経済状況によって影響を受ける可能性があり、実際に発

生した課税所得の金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税
金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

のれんの評価
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額 1,045,291千円
（2）見積りの内容に関する理解に資する情報

当事業年度末の貸借対照表に計上されているのれんは、過年度に実施した事業の譲り受
けの際に計上されたものです。
のれんの算定に当たっては、取得による企業結合において支配獲得時以後の事業展開に

よって期待される超過収益力を見積って算定しております。また、その効果の発現する期
間（10年）を見積り、その期間で均等償却する方法によっております。
のれんの算定の基礎となる将来キャッシュ・フローの見積りは、譲り受けた事業の業績

や事業計画を基礎として見積っております。
計上したのれんは、事業計画の達成状況をモニタリングすることによって、減損の兆候

の有無の判定を行っております。
当事業年度において減損の兆候はありませんが、事業計画や市場環境の変化により、そ

の見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合には、減損損失の計上が必要となり、
翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
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関係会社株式の評価
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額 6,171,084千円
（2）見積りの内容に関する理解に資する情報

関係会社株式のうち、市場価格のない株式は、当該子会社の財政状態に超過収益力など
を反映した価額を実質価額として算定し、この実質価額が著しく低下したときには、回復
可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、評価損を認識しております。
実質価額は、各子会社の簿価純資産額に超過収益力を反映して算定されるため、超過収

益力の減少に基づく実質価額の著しい低下の有無の検討が、関係会社株式の評価の重要な
要素となります。超過収益力を含めた実質価額の見積りについては、連結計算書類に計上
されている「のれん」と同様、見積りの不確実性や経営者の重要な判断を伴うため、将来
の不確実な経済条件の変動などによって、翌事業年度以降の計算書類において認識する金
額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及び担保に係る債務

（差入資産の種類）

関係会社株式 4,241,532千円

上記、担保資産に対応する債務は以下のとおりであります。

長期借入金(注) 3,062,950千円
(注)１年内に返済期限が到来する長期借入金を含めて表示しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 21,844千円
３．財務制限条項

当事業年度末における当社の借入金のうち137,163千円については、財務制限条項が付さ
れており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性がありま
す。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸
借対照表における純資産の部の金額を、2021年12月期決算と直前の事業年度の決算期
末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の50%以上とするこ
と。

② 各年度の決算期における借入人の単体の損益計算書に示される税引後当期損益が、
2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して50,000,000円以上の損失
とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年12月決
算期およびその直後の期の決算を対象として行われる。
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当事業年度末における当社の借入金のうち405,762千円については、財務制限条項が付
されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があり
ます。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体及び
連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、それぞれ2021年12月期決算と直前の
事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の
50％以上とすること。

② 各年度の決算期における借入人の単体及び連結の損益計算書において、以下計算式に示
されるEBITDAが、それぞれ2022年12月期を初同とし、以降の決算期につき2期連続し
て損失とならないようにすること。

（計算式）EBITDA =営業利益十減価償却費十のれん償却費
③ 各年度の決算期における借入人の単体及び連結の報告書において、以下計算式に示され
る債務償還年数が、それぞれ2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき20年以下
とならないようにすること。

（計算式）
(i)ある事業年度末日における有利子負債から同事業年度末日における現預金及び運転資
金を控除した金額を、(ii)当該事業年度における営業利益に同事業年度における減価償却
費及びのれん償却費を足し戻した数値で除した数値をいう。なお、上記において運転資
金とは、下記の計算式により算定される金額をいう。
運転資金＝売掛金・受取手形十前渡金十棚卸資産一買掛金・支払手形

当事業年度末における当社の借入金のうち325,000千円については、財務制限条項が付さ
れており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性がありま
す。
① 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照
表において、純資産の部の合計額を、2021年12月決算期の年度決算期の末日における
純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大
きい方の75％以上に維持すること。

② 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照
表において、純資産の部の合計額を、2021年12月決算期の年度決算期の末日における
純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大
きい方の50％以上に維持すること。

③ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期又は翌期の決算期の末日にお
ける借入人の単体の損益計算書において、いずれか片方においても経常損失を計上しな
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いこと（いずれかにおいて経常損失を計上した場合には、本号に抵触したものとする。）。
④ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期及び翌期の決算期の末日にお
ける借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと（両者
とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。）。

⑤ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期及び翌々期の中間決算期の末
日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと
（両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。）。
⑥ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の決算期及び翌々期の中間決算期の末日に
おける借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと（両
者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。）。

⑦ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算
書において、経常損失を計上した場合、翌期の決算期及び翌々期の決算期の末日におけ
る借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと（両者と
も経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものをする。）

当事業年度末における当社の借入金のうち528,000千円については、財務制限条項が付さ
れており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性がありま
す。
① 2023年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体およ
び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、それぞれ2022年12月期決算と直前
の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額
の50%以上とすること。

② 各年度の決算期における借入人の単体および連結の損益計算書において、以下計算式に
示されるEBITDAが、それぞれ2023年12月期を初同とし、以降の決算期につき2期連続
して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023
年12月決算期およびその直後の期の決算を対象として行われる。
(計算式)
EBITDA =営業利益十減価償却費十のれん償却費

③ 各年度の決算期における借入人の単体および連結の報告書において、以下計算式に示さ
れる債務償還年数が、それぞれ2023年12月期を初回とし、以降の決算期につき20年以
上とならないようにすること。
(計算式)

(i)ある事業年度末日における有利子負債から同事業年度末日における現預金および運転
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資金を控除した金額を、(ii)当該事業年度における営業利益に同事業年度における減価償
却費およびのれん償却費を足し戻した数値で除した数値をいう。なお、上記において運
転資金とは、下記の計算式により算定される金額をいう。運転資金=売掛金・受取手形
十前渡金十棚卸資産一買掛金・支払手形

当事業年度末における当社の借入金のうち2,040,000千円については、財務制限条項が付
されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があり
ます。
① 利益維持

2023年12月期以降の各決算期について、借入人の連結損益計算書の本業営業利益が
赤字になった場合には、当該翌決算期末における借入人の連結損益計算書の本業営業利
益が赤字となる状態を生じさせないこと。

（注）本業営業利益＝営業利益−その他収益＋その他の費用
② ネット・レバレッジ・レシオ

2024年12月末日に終了する決算期及びそれ以降の各決算期における借入人の連結損
益計算書のネット・レバレッジ・レシオを6倍以下に維持すること。

（注）ネット・レバレッジ・レシオ＝（有利子負債−現預金）/ EBITDA
有利子負債＝短期借入金＋1年以内返済長期借入金＋1年以内償還社債＋長期借入金
＋社債（新株予約権付社債を含む）−本ブリッジローン貸付未払金

EBITDA＝営業利益＋減価償却費（リース減価償却費を含む）＋のれん償却費＋その
他償却費＋のれんの減損 なお、減価償却費、のれん償却費は営業利益から控除さ
れているものに限る。

③ 純資産維持
2023年12月期以降の各決算期末の連結貸借対照表の調整後純資産を、直前の決算期

末における連結貸借対照表上の調整後純資産又は2023年12月期における貸借対照表上
の調整後純資産のいずれか大きい金額の50％以上に維持すること。

（注）調整後純資産＝純資産＋資本剰余金減少額（アーンアウトや追加株式取得分）

当事業年度末における当社の借入金のうち357,350千円については、財務制限条項が付さ
れており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性がありま
す。
① 借入人の単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の
決算期末日の金額又は2023年12月期末の金額のいずれか大きいほうの60％以上に維持
すること。

② 2024年12月期以降、借入人の単体及び連結の損益計算書上の営業損益につき2期連続
して損失を計上しないこと（ただし、中間期は含まない）
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③ 2024年12月期以降、借入人の各決算期の連結の貸借対照表及び損益計算書において、
以下の計算式で示される債務償還年数が10年以上とならないようにすること。

（計算式）
A（有利子負債−運転資金−月商1.5か月分を上限とする現預金）÷B（営業利益＋減価
償却費＋その他償却費＋減損費用＋一時的な損益）

なお、Bについては、直前期又は当該決算期以降の直近3カ月の平均の数値に12を乗じた
値のいずれかの金額で判定を行うものとする。

（注）「運転資金」とは、「売掛金＋受取手形＋棚卸資産−買掛金−支払手形」で計算される
値をいう。
「一時的な損益」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計処理の基準
において特別損益に該当すると判断されるもの、条件付取得対価に係る会計処理に
おける一過性の損益及びIPO関連のコストをいう。

４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 845,828千円
短期金銭債務 11,225千円
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（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
売上高 14,188千円
売上原価 54,594千円
営業取引以外の取引高 491,904千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

自己株式

普通株式（株） 238 277 ― 515
（注１）当社は2024年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
（注２）普通株式の自己株式の増加277株は、単元未満株式の買取りによる増加37株及び株式分割による増加

240株であります。
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

繰延税金資産
未払賞与 5,095千円
未払事業税 6,871千円
減価償却費 3,065千円
貸倒引当金 718千円
資産調整勘定 400,159千円
その他 3,156千円

繰延税金資産小計 419,066千円
評価性引当額 △1,897千円
繰延税金資産合計 417,169千円
繰延税金負債
顧客関連資産 △511千円

繰延税金負債合計 △511千円
繰延税金資産の純額 416,657千円
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等

種
類 会社等の名称 所在地

資本金又は
出資金(千

円)

事業の内容
又は職種

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者
との関係

取引
内容

取引
金額(千円) 科目

期末
残高
(千円)

子
会
社

株 式 会 社
SAKIYOMI

大阪府
大阪市 103,453

SNSマーケ
ティング支
援 事 業
SaaS

所有
89.52 資金の貸付 資金の貸付

（注）２ − 短期
貸付金 560,000

CRAFT
株式会社

東京都
江東区 10,000

デジタルマ
ーケティン
グ事業

所有
80.0

経営指導
債務被保証

経営指導料
の受取 225,000 未収入金 22,000

当社銀行借
入に対する
債務被保証
（注）１

665,600 − −

株 式 会 社
BINKS

東京都
文京区 1,000 LTVサイエ

ンス事業
所有
85.0

経営指導
資金の貸付

経営指導料
の受取 188,000 未収入金 132,000

当社銀行借
入に対する
債務被保証
（注）１

2,040,000 − −

株式会社
ラグナロク

東京都
渋谷区 3,000

グロースエ
ンジニアリ
ング事業

所有
100.0 資金の貸付

当社銀行借
入に対する
債務被保証
（注）１

357,350 − −

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．債務被保証の取引金額には、借入金残高を記載しており、保証料の支払いは行っておりません。

２．貸付金の適用金利は、市場金利を勘案し決定することにしております。
３．取引条件については、一般の取引条件と同様に決定しております。
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（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報は「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

３．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 469円59銭
１株当たり当期純利益 21円17銭
当社は2024年4月1日付けで株式1株につき2株の株式分割を行っております。当該株式

分割については当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たりの純資
産及び1株当たり当期純利益を算定しております。

（重要な後発事象に関する注記）
連結注記表と同一の内容であるため、記載を省略しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年２月27日

株式会社エフ・コード
取締役会 御中

監査法人ＦＲＩＱ
東京都千代田区

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三村 啓太
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田中 康毅

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社エフ・コードの2024年1月1日から2024年12月31日までの連

結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査
を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求めら

れる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、株式会社エフ・コード及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結

計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開

示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評

価し、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計
の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら
れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求めら
れる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構
成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含

む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独

立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能
な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年２月27日

株式会社エフ・コード
取締役会 御中

監査法人ＦＲＩＱ
東京都千代田区

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三村 啓太
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田中 康毅

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社エフ・コードの2024年1月1日から2024年12月31日ま

での第19期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。 当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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その他の記載事項
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含

む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独

立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能
な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2024年1月1日から2024年12月31日までの第19期事業年度における

取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役
会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応
じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、会社の内部監査室と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から
その職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類
等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につ
いては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）につい
て検討いたしました。
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２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき
事項は認められません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人FRIQの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人FRIQの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年２月27日

株式会社エフ・コード 監査等委員会
監査等委員 今村 元太 印

監査等委員 雨宮 玲於奈 印

監査等委員 加藤 扶美子 印
（注） 監査等委員今村元太、監査等委員雨宮玲於奈及び監査等委員加藤扶美子は、会社法
第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以上
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株主総会参考書類

議案および参考事項
議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（4名）は本総会の終結の時をもって任期満了となりますの

で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の選任をお願いするものであります。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１ 工
ク ド ウ

藤 勉
ツトム

（1983年７月４日生）

2004年7月 株式会社免許オンデマンド
取締役

2006年３月 当社設立 取締役

2011年３月 当社代表取締役社長（現任）

4,792,600株

取締役候補者とした理由
当社の創業期より今日まで一貫して当社の経営を主導してきた豊富
な経験と知見、高いリーダーシップを有することから、引き続き取
締役として選任をお願いするものです。

２ 荒
ア ラ イ

井 裕
ユ ウ キ

希
（1981年９月17日生）

2004年４月 株式会社カスケード入社

2007年５月 当社入社

2008年２月 当社取締役（現任）
309,000株

取締役候補者とした理由
当社の創業期より取締役として事業拡大を牽引し、当社サービス開
発に豊富な経験を有することから、引き続き取締役として選任をお
願いするものです。
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３ 平
ヒ ラ イ

井 隆
タ カ ヒ ト

仁
（1987年５月10日生）

2012年４月 株式会社日本政策金融公庫
入庫

2014年12月 当社入社

2017年12月 株式会社博報堂DYデジタル
入社

2020年４月 当社入社

2020年９月 当社執行役員

2021年４月 当社取締役（現任）

61,800株

取締役候補者とした理由
経営企画室長として、コンサルティング及び事業戦略全般について
豊富な経験と業界見識を有しており、引き続き取締役として選任を
お願いするものです。

４ 衣
キ ヌ ガ サ

笠 槙
シ ン ゴ

吾
（1988年７月３日生）

2010年12月 有限責任監査法人トーマツ入所

2016年10月 ユナイテッド株式会社入社

2018年１月 合同会社ナガボット入社

2018年１月 衣笠公認会計士事務所
設立（現任）

2018年１月 監査法人タカノ入社
パートナー（現任）

2019年４月 株式会社シクミヤ入社（現任）

2021年４月 当社入社
同執行役員財務経理部長

2023年４月 当社執行役員CFO（現任）

2024年６月 株式会社FLIGHTS
社外監査役（現任）

2024年８月 matsuri technologies株式会社
社外監査役（現任）

83,400株

取締役候補者とした理由

公認会計士として長年培われた財務・会計における高い専門知識と
豊富な業務経験を有することから、これらの専門性、経験、見識を
活かし、取締役の職務執行が期待できるものと判断し、取締役とし
て選任をお願いするものです。
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（注）１．各取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者と当社との間に特別の利害関係はありま
せん。

２．各候補者が所有する当社の株式の数は、当期末（2024年12月31日）現在の株式数を記載し
ております。

3． 当社は、工藤勉氏、荒井裕希氏、平井隆仁氏との間で、会社法第430条の３第１項に規定す
る役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該契約は、被保険者が役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなさ
れたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補される
内容であります。各氏の選任についてご承認いただいた場合には、当該契約を継続する予定
であります。また衣笠槙吾氏が原案通り選任されますと、当社は同士との間で、当該契約を
締結する予定であります。

以上
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株主総会会場ご案内図

【会 場】 東京都新宿区市谷八幡町８番地 TKP市ヶ谷ビル
TKP市ヶ谷カンファレンスセンター ホール６A

【交通のご案内】
ＪＲ総武線 市ヶ谷駅より 徒歩２分
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅７番出口より 徒歩１分
東京メトロ有楽町線 市ヶ谷駅７番出口より 徒歩１分
都営新宿線 市ヶ谷駅４番出口より 徒歩２分
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